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(57)【要約】
　本発明は、血圧、体温、酸素飽和度及び他の患者の状
態を指し示すための多様な測定能力をそなえた携帯型生
体信号測定装置、システム及び方法に関するものである
。該装置、システム及び方法は、例えばＷｉ－Ｆｉユニ
ットを用いて、サーバとワイヤレスに通信する能力を備
え、その結果、情報が、サーバを介したメディカルデー
タベースへのアクセスを、容易、安全、かつ確実に入力
されることができる。該システム及び方法は、装置が、
近隣のサーバとのアクセスポイントを検出するための試
みによって通信セッションを開始するよう備えられてい
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型生体兆候測定モデュールであって、以下のものよりなる：
　患者の少なくとも一つの生体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表
わす信号を生成するよう構成された携帯型測定モデュール；かつ、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されているもの；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号は、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで提供される
ことができる。
【請求項２】
　請求項１に記載の携帯型生体兆候測定モデュールであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
されている携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表わす信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該ワ
イヤレス通信インタフェースモデュールは、前記遠隔ワイヤレス通信装置の存在を発見す
るよう意図された第１の通信を用いて、前記遠隔ワイヤレス通信装置と前記通信を開始し
、かつ、データを送信するための第２の通信を開始する構成されており、ここで前記第２
の通信は、安全な通信である、もの；よりなり、
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号は、前記ワイヤレス通信装置へワイヤレスで提供されること
ができる。
【請求項３】
　請求項１に記載の携帯型生体兆候測定モデュールであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
されている携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表わす前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、
該ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス
通信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう
構成されており、ここで前記第２の通信は、安全な通信である、もの；よりなり、
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号は、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで提供される
ことができる。
【請求項４】
　請求項１に記載の携帯型生体兆候測定モデュールであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
されている携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表わす前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、
該ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス
通信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう
構成されており、ここで、前記第２の通信は、暗号化された通信と、安全なチャンネルに
よって送信された通信の内の１つから選択される、もの；よりなり、
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号は、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで提供される
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ことができる。
【請求項５】
　請求項１に記載の携帯型生体兆候測定モデュールであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
されている携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表わす前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、
該ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス
通信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう
構成されており、ここで、前記第２の通信は、ＨＩＰＡＡ規定に従って、アクセスするよ
う制御された通信である、もの；よりなり、
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号は、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで提供される
ことができる。
【請求項６】
　請求項１に記載の携帯型生体兆候測定モデュールであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
されている携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表わす前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、
該ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス
通信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう
構成されている、もの；よりなり、
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号は、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで提供される
ことができる；かつ、
　さらに、ディスプレイ、よりなる。
【請求項７】
　請求項６に記載の携帯型兆候信号測定モデュールであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
されている携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表わす前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、
該ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス
通信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう
構成されている、もの；よりなり、
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号は、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで提供される
ことができる；かつ、
　さらに、ディスプレイ、よりなる、ここで該ディスプレイは、ＬＣＤディスプレイより
なる。
【請求項８】
　請求項１に記載の携帯型生体兆候測定モデュールであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
されている携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす
前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、前記ワ
イヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通信
装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構成
されているもの；よりなり
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　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号は、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで提供される
ことができる、もの；かつ、
　さらに、プリンター、よりなる。
【請求項９】
　請求項１に記載の携帯型生体兆候測定モデュールにおいて、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
されている携帯型測定モデュール；かつ、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表わす前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、
該ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス
通信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう
構成されているもの；よりなり、
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号は、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで提供される
ことができる；かつ、
　さらに、マイクロプロセッサ、及びメモリ、よりなる。
【請求項１０】
　請求項１に記載の携帯型生体兆候測定モデュールにおいて、携帯型測定モデュールは、
患者の少なくとも一つの生体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わ
す信号を生成するよう構成されている；かつ、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす
前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該ワイ
ヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通信装
置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構成さ
れている；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号は、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで提供される
ことができる；かつ、
　さらに、前記携帯型生体信号測定モデュールの操作者により操作可能であるよう構成さ
れたコントローラ、よりなる。
【請求項１１】
　請求項１に記載の携帯型生体信号測定モデュールであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
されている携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表わす前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、
該ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス
通信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を行うよう構成
されているもの；よりなり、
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候を測定することができ、かつ、前記
少なくとも一つの生体兆候を表わす信号は、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで
提供されることができる；かつ、
　さらに、前記少なくとも一つの生体兆候は、非侵襲的血圧、脈拍数、体温、化学物質の
生理的レベル、呼吸数、及び生体信号を表す波形の内の選択された１つである。
【請求項１２】
　請求項１に記載の携帯型生体信号測定モデュールにおいて、携帯型測定モデュールは、
患者の少なくとも一つの生体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わ
す信号を生成するよう構成されている；かつ、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
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表わす前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、
該ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス
通信装置と、前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を行うよう構
成されているもの；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候を測定することができ、かつ、前記
少なくとも一つの生体兆候を表わす信号は、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで
提供されることができる；かつ、
　さらに、前記少なくとも一つの生体兆候で測定をするよう構成された変換器、よりなる
。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の携帯型生体兆候測定モデュールにおいて、患者の少なくとも一つの
生体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構
成されている携帯型測定モデュール；かつ、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表わす前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、
該ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス
通信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう
構成されているもの；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候を測定することができ、かつ、前記
少なくとも一つの生体兆候を表わす信号は、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで
提供されることができる；かつ、
　さらに、前記少なくとも一つの生体兆候を測定するよう構成された変換器；よりなり、
　ここで、前記前記少なくとも一つの生体兆候を測定するよう構成された変換器は、前記
携帯型測定モデュールに対し取外し可能に取り付けられている。
【請求項１４】
　請求項１に記載の携帯型生体信号測定モデュールであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
されている携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表わす前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、
前記ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレ
ス通信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよ
う構成されているもの；よりなり、
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号は、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで提供される
ことができる；かつ、
　さらに、該携帯型生体信号測定モデュールをサポートするスタンド、よりなる。
【請求項１５】
　携帯型生体信号測定装置であって、以下のものよりなる：
　患者の少なくとも一つの生体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表
わす信号を生成するよう構成された携帯型測定モデュール；
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；および
　前記遠隔ワイヤレス通信装置は、コンピュータデータベース管理システムと通信し；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記遠隔ワイヤ
レス通信装置を経由して前記コンピュータベースデータ管理システムへ提供されることが
できる。
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【請求項１６】
　請求項１５に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
される携帯型測定モデュール；および
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；よりなり、
　前記遠隔ワイヤレス通信装置は、コンピュータデータベース管理システムと通信し；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記遠隔ワイヤ
レス通信装置を経由して、前記コンピュータベースデータ管理システムへ提供されること
ができる；かつ、
　さらに、ディスプレイ、よりなる。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
される携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；かつ、
　前記遠隔ワイヤレス通信装置は、コンピュータデータベース管理システムと通信し；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記遠隔ワイヤ
レス通信装置を経由して、前記コンピュータベースデータ管理システムへ提供されること
ができる；かつ、
　さらに、ディスプレイよりなり、ここで前記ディスプレイは、ＬＣＤディスプレイより
なる。
【請求項１８】
　請求項１５に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
される携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；かつ、
　前記遠隔ワイヤレス通信装置は、コンピュータデータベース管理システムと通信し；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記遠隔ワイヤ
レス通信装置を経由して、前記コンピュータベースデータ管理システムへ提供されること
ができる；かつ、
　さらに、プリンター、よりなる。
【請求項１９】
　請求項１５に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
される携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
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信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；かつ、
　前記遠隔ワイヤレス通信装置は、コンピュータデータベース管理システムと通信し；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記遠隔ワイヤ
レス通信装置を経由して、前記コンピュータベースデータ管理システムへ提供されること
ができる；かつ、
　さらに、マイクロプロセッサ、およびメモリ、よりなる。
【請求項２０】
　請求項１５に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
される携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；よりなり、
　前記遠隔ワイヤレス通信装置は、コンピュータデータベース管理システムと通信し；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記遠隔ワイヤ
レス通信装置を経由して、前記コンピュータベースデータ管理システムへ提供されること
ができる；かつ、
　さらに、前記生体信号測定システムの動作によって操作されるよう構成されたコントロ
ーラ、よりなる。
【請求項２１】
　請求項１５に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
される携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；よりなり、
　前記遠隔ワイヤレス通信装置は、コンピュータベースデータ管理システムと通信し；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記遠隔ワイヤ
レス通信装置を経由して、前記コンピュータベースデータ管理システムへ提供されること
ができる；かつ、
　さらに、前記少なくとも一つの生体兆候は、非侵襲的血圧、脈拍数、体温、化学物質の
生理的レベル、呼吸数、及び生体信号を表す波形の内の選択された一つである。
【請求項２２】
　請求項１５に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
される携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；よりなり、
　前記遠隔ワイヤレス通信装置は、コンピュータデータベース管理システムと通信し；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記遠隔ワイヤ
レス通信装置を経由して、前記コンピュータベースデータ管理システムへ提供されること
ができる；かつ、
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　さらに、前記少なくとも一つの生体兆候を測定するよう構成された変換器、よりなる。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
される携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；よりなり、
　前記遠隔ワイヤレス通信装置は、コンピュータベースデータ管理システムと通信し；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記遠隔ワイヤ
レス通信デバイスの手段により、前記コンピュータベースデータ管理システムへ提供され
ることができる；かつ、
　さらに、前記少なくとも一つの生命兆候を測定するよう構成された変換器、よりなり、
　ここで、前記少なくとも一つの生体兆候を測定するよう構成された前記変換器は、前記
携帯型測定システムに取外し可能に取り付けられる。
【請求項２４】
　請求項１５に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
される携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；よりなり、
　前記遠隔ワイヤレス通信装置は、コンピュータベースデータ管理システムと通信し；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記遠隔ワイヤ
レス通信デバイスの手段により、前記コンピュータベースデータ管理システムへ提供され
ることができる；かつ、
　さらに、前記携帯型生体信号測定システムをサポートするスタンド、よりなる。
【請求項２５】
　請求項１に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生体
兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成さ
れる携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；よりなり、
　さらに、機械読取り可能な情報の保存場所を、読み取るための読み取り機よりなり；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号は、ＨＩＰＡＡに則した情報プライバシーおよび安全要件に
従って、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスに提供されることができる。
【請求項２６】
　請求項１に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生体
兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成さ
れる携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
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ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；よりなり、
　さらに、機械読取り可能な情報の保存場所を、読み取るための読み取り機よりなり；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号が、ＨＩＰＡＡに則した情報プライバシーおよび安全要件に
従って、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスに提供されることができる；
　ここで、ＨＩＰＡＡに則した情報プライバシー要件は、前記患者、および前記携帯型生
体兆候測定モデュールを操作する人の内の少なくとも一人を特定するよう、前記機械読取
り可能な情報の保存場所から前記読取り機により読み取られた情報を用いることよりなる
。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
される携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；よりなり、
　さらに、機械読取り可能な情報の保存場所を、読み取るための読み取り機よりなり；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号が、ＨＩＰＡＡに則した情報プライバシーおよび安全要件に
従って、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスに提供されることができる、
　ここで、ＨＩＰＡＡに則した情報プライバシー要件は、前記患者、および前記携帯型生
体兆候測定モデュールを操作する人の内の少なくとも一人を特定するよう、前記機械読取
り可能な情報の保存場所から前記読み取り機により読み取られた情報を用いることよりな
る；
　これにより、前記患者、および前記携帯型生体信号測定モデュールを操作する人の内の
少なくとも１人を特定する前記情報は、前記通信の中に符号化されている。
【請求項２８】
　請求項２６に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
される携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；よりなり、
　さらに、機械読取り可能な情報の保存場所を、読み取るための読み取り機よりなる；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号が、ＨＩＰＡＡに則した情報プライバシーおよび安全要件に
従って、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスに提供されることができる；
　ここで、ＨＩＰＡＡに則した情報プライバシー要件は、前記患者、および前記携帯型生
体兆候測定モデュールを操作する人の内の少なくとも一人を特定するよう、前記機械読取
り可能な情報の保存場所から前記読み取り機により読み取られた情報を用いることよりな
る；
　これにより、前記患者、および前記携帯型生体信号測定モデュールを操作する人の内の
少なくとも一人を特定する前記情報は、前記患者に関する情報に対するアクセスを制限す
るために用いられる。
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【請求項２９】
　請求項１に記載の携帯型生体信号測定システムにおいて、患者の少なくとも一つの生体
兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成さ
れる携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、前記少なくとも一つの生体兆候を表す前
記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該ワイヤ
レス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通信装置
と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構成され
ている、もの；よりなり、
　さらに、機械読取り可能な情報の保存場所を、読み取るための読み取り機よりなる；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす前記信号が、ＨＩＰＡＡに則した情報プライバシーおよび安全要
件に従って、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスに提供されることができる；
　これにより、ＨＩＰＡＡに則した情報の安全要件は、安全な通信を用いることよりなる
。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生
体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
される携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；よりなり、
　さらに、機械読取り可能な情報の保存場所を、読取るための読み取り機よりなり；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定されることができ、かつ、前
記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号が、ＨＩＰＡＡに則した情報プライバシーおよ
び安全要件に従って、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスに提供されることができ
る；
　ここで、ＨＩＰＡＡに則した情報安全性要件は、安全な通信を用いることよりなる；
　ここで、前記安全な通信は、安全な通信チャンネルを経由して送られる通信よりなる。
【請求項３１】
　請求項１に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生体
兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成さ
れる携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；よりなり、
　さらに、機械読取り可能な情報の保存場所を、読取るための読み取り機よりなる；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候が測定されることができ、かつ、前
記少なくとも一つの生体兆候を表す信号が、ＨＩＰＡＡに則した情報プライバシーおよび
安全要件に従って、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスに提供されることができる
；
　ここで、ＨＩＰＡＡに則した情報安全性要件は、安全な通信を用いることよりなり；
　ここで、前記安全な通信とは、暗号化された通信よりなる。
【請求項３２】
　請求項１に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生体
兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成さ
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れる携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって前記少なくとも一つの生体兆候を表
す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該ワ
イヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通信
装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構成
されている、もの；よりなり、
　さらに、特定の装置の場所を検出するための能力を備えた位置モデュールよりなる；
　これにより、前記少なくとも一つの患者の生体兆候は測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす前記信号は、前記ワイヤレス通信装置へワイヤレスに提供され、
かつ、前記生命兆候モニタは、設備内において空間的に分離して設けられることができる
。
【請求項３３】
　請求項１に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生体
兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成さ
れる携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう構
成されている、もの；よりなり、
　さらに、特定の生体兆候測定モデュールの使用の履歴を追跡するための履歴追跡モデュ
ールよりなる；
　これにより、前記少なくとも一つの患者の生体兆候は測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす前記信号は、前記ワイヤレス通信装置へワイヤレスに提供され、
かつ、前記生体兆候測定モデュールの利用のプロファイルが決定されることができる。
【請求項３４】
　請求項１に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生体
兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成さ
れる携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表わす前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、
該ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス
通信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を開始するよう
構成されている、もの；よりなり、
　さらに、限定された送信距離を持ち、かつ、ベースユニットにのみ通信するよう符号化
されたワイヤレスセンサと通信するよう構成されたベースユニットよりなり；
　これにより、前記少なくとも一つの患者の生体兆候は測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす前記信号は、前記ワイヤレス通信装置へワイヤレスに提供される
ことができ、かつ、前記生体兆候測定モデュールは、該生体兆候測定モデュールに対して
通信するよう暗号化された前記ワイヤレスセンサに対するネットワーク接続性を備えるこ
とができる。
【請求項３５】
　請求項１に記載の携帯型生体信号測定システムであって、患者の少なくとも一つの生体
兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成さ
れる携帯型測定モデュール；および、
　ワイヤレス通信インタフェースモデュールであって、前記少なくとも一つの生体兆候を
表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成されており、該
ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、第１の通信を用いて前記遠隔ワイヤレス通
信装置と前記通信を開始し、かつ、データを送信するための第２の通信を行うよう構成さ
れている、もの；よりなり、
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　さらに、それを介してデータが通信される中央アクセスポイントよりなる；
　これにより、前記患者の少なくとも一つの生体兆候は測定され、かつ、前記少なくとも
一つの生体兆候を表わす前記信号は、前記ワイヤレス通信装置へワイヤレスに提供される
ことができ、かつ、前記生命兆候測定モデュールは、ネットワークと他の装置との間のデ
ータ通信を与えることができる。
【請求項３６】
　患者の生体信号を測定する方法において、該方法は、以下のステップよりなる：
　以下のものよりなる携帯型生体兆候測定モデュールを設けること：
　　患者の少なくとも一つの生体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候
　を表わす信号を生成するよう構成された携帯型測定モデュール；かつ、
　　前記少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装
　置と通信するよう構成されたワイヤレス通信インタフェースモデュール；
　前記患者の少なくとも一つの生体兆候を測定すること；および、
　前記信号を、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで送信すること。
【請求項３７】
　請求項３６に記載の患者の生体兆候を測定する方法において、該方法は、以下のステッ
プよりなる：
　以下のものよりなる携帯型生体兆候測定モデュールを設けること：
　　患者の少なくとも一つの生体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候
　を表わす信号を生成するよう構成された携帯型測定モデュール；かつ、
　　前記少なくとも一つの生体兆候を表す前記信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信
　装置と通信するよう構成されたワイヤレス通信インタフェースモデュール；
　前記患者の少なくとも一つの生体兆候を測定すること；および、
　前記信号を、前記遠隔ワイヤレス通信装置へワイヤレスで送信すること；
　ここで、前記信号をワイヤレスに送信するステップは、前記信号を安全に送信すること
よりなる。
【請求項３８】
　請求項３６に記載の患者の生体兆候を測定する方法において、該方法は、以下のステッ
プよりなる：
　以下のものよりなる携帯型生体兆候測定モデュールを設けること：
　　患者の少なくとも一つの生体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候
　を表わす信号を生成するよう構成された携帯型測定モデュール；かつ、
　　前記少なくとも一つの生体兆候を表す信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置
　と通信するよう構成されたワイヤレス通信インタフェースモデュール；
　前記患者の少なくとも一つの生体兆候を測定すること；および、
　前記遠隔ワイヤレス通信装置へ前記シグナルをワイヤレスで送信すること、
　ここで、前記信号をワイヤレスに送信するステップは、前記信号を安全に送信すること
よりなり、かつ、
　ここで、前記安全に送信される信号は、ＨＩＰＡＡ規制に則してアクセスするようコン
トロールされた通信よりなる。
【請求項３９】
　請求項３６に記載の患者の生体兆候を測定する方法において、該方法は、以下のステッ
プよりなる：
　以下のものよりなる携帯型生体兆候測定モデュールを設けること：
　　患者の少なくとも一つの生体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候
　を表わす信号を生成するよう構成された携帯型測定モデュール；かつ、
　　前記少なくとも一つの生体兆候を表す信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置
　と通信するよう構成されたワイヤレス通信インタフェースモデュール；
　前記患者の少なくとも一つの生体兆候を測定すること；および、
　前記遠隔ワイヤレス通信装置へ前記シグナルをワイヤレスで送信すること、
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　ここで、前記信号をワイヤレスに送信するステップは、前記信号を安全に送信すること
よりなり、かつ、
　ここで、前記安全に送信される信号は、暗号化された通信と、安全チャンネルにより送
信された通信の内の選択された１つである。
【請求項４０】
　請求項３６に記載の患者の生体兆候を測定する方法において、該方法は、以下のステッ
プよりなる：
　以下のものよりなる携帯型生体兆候測定モデュールを設けること：
　　患者の少なくとも一つの生体兆候を測定し、かつ、前記少なくとも一つの生体兆候
　を表わす信号を生成するよう構成された携帯型測定モデュール；かつ、
　　前記少なくとも一つの生体兆候を表す信号を受け、かつ、遠隔ワイヤレス通信装置
　と通信するよう構成されたワイヤレス通信インタフェースモデュール；
　前記患者の少なくとも一つの生体兆候を測定すること；および、
　前記遠隔ワイヤレス通信装置へ前記信号をワイヤレスで送信すること、
　該方法は、さらに前記少なくとも一つの生体信号を表す信号を、前記遠隔ワイヤレス通
信装置から、それと通信しているコンピュータベースのデータ管理システムに通信するス
テップよりなる。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連分野の参照
　この出願は、同時係属中のU.S.特許出願番号１０/６１９,３８０、出願日２００３年７
月１４日、発明の名称“血圧測定装置の動作操作”で、本出願の共通譲受人に譲渡された
もの、に関係するものであり、その出願はその全体が参照によりここに組み入れられる。
本出願は、ここでＵ．Ｓ．特許Ｎｏ.６，５５４，１７３，　６，５４４，１７４および
６，６１６，６０６、の各々の全体の開示、および、同時係属中のU.S.特許出願番号１０
/６４３，４８７,出願日２００３年,８月１９日、発明の名称“患者と接触するデジタル
方法および装置”、及び同時係属中のＵ．Ｓ．特許出願番号１０/８０６，７７０、出願
日２００４年,３月２２日、及び発明の名称“個人の生理状態を測定するシステムおよび
装置”、のおのおのの全体の開示を参照によりここに組み入れるものであり、これらの特
許および出願のすべては、本出願の共通の譲受人への譲渡がなされるものである。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、一般に生体兆候測定装置に関するものであり、特にデータ管理システムに自
動的に接続することができる生体兆候測定装置に関するものである。
【０００３】
　患者の生体兆候を測定するのに役立つ装置はよく知られており、長年にわたって使用さ
れてきた。一般に、その有効な使用のためにはかなりの量の訓練と経験を必要とする広い
範囲にわたる種々の装置がある。さらに、このような装置から獲得したデータの記録は、
しばしば実務者によるノートの手書きを含み、そのノートは、後にトランスクライブされ
、コンピュータ読み込み可能なデータベース内に入力されていた。ある場合には、コンピ
ュータ端末が、患者の生体兆候測定がなされる場所の近傍に設けられ、かつ測定は、とき
どき該端末により直接データベース内に記録されていた。
【０００４】
　このような生体兆候測定を行うにおいては、また、その結果を記録し、伝達するにおい
ては、多くの問題が観察されてきた。ある場合には、読み取りは、何日かの後にのみ、可
能であった。ある場合には、コンピュータ端末の位置を突き止め、これを扱う必要は、実
務者にとっては不便であり、あるいは、トランスクリプションのプロセスにおいて、エラ
ーが導入されることがあった。
【０００５】
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　携帯型生体兆候測定器具およびシステムであって、実務者をして、正確な、かつ、迅速
な方法で、患者情報を獲得し、記録することを助ける、容易に使用される器具の、自動化
された、簡便な、ユビキタスな利用可能性を与えるものの必要がある。
【特許文献１】米国特許第５，４１７，２２２号明細書
【特許文献２】米国特許第５，５７９，００１号明細書
【特許文献３】米国特許第５，５７９，７７５号明細書
【特許文献４】米国特許第５，６８７，７３４号明細書
【特許文献５】米国特許第５，７４８，１０３号明細書
【特許文献６】米国特許第５，７６７，７９１号明細書
【特許文献７】米国特許第５，８６２，８０３号明細書
【特許文献８】米国特許第５，９４４，６５９号明細書
【特許文献９】米国特許第５，９５７，８５４号明細書
【特許文献１０】米国特許第６，０５７，７５８号明細書
【特許文献１１】米国特許第６，１０６，４５７号明細書
【特許文献１２】米国特許第６，１３２，３７１号明細書
【特許文献１３】米国特許第６，２１３，９４２号明細書
【特許文献１４】米国特許第６，２８９，２３８号明細書
【特許文献１５】米国特許第６，３９３，４３１号明細書
【特許文献１６】米国特許第６，５４４，１７３号明細書
【特許文献１７】米国特許第６，５４４，１７４号明細書
【特許文献１８】米国特許第６，５７７，８９３号明細書
【特許文献１９】米国特許第６，５７９，２３１号明細書
【特許文献２０】米国特許第６，５８９，１７０号明細書
【特許文献２１】米国特許出願公開第２００１／００３１９９８号明細書
【特許文献２２】米国特許出願公開第２００２／００２８９９５号明細書
【特許文献２３】米国特許出願公開第２００４／０１８６３５７号明細書
【特許文献２４】米国特許出願公開第２００４／０２２５１９９号明細書
【特許文献２５】国際公開第９５／０７０４８号パンフレット
【発明の開示】
【０００６】
　本発明の原理を実施する装置は、代替治療や、一般の病院使用の必要を満たすように設
計された、携帯型生体兆候測定装置を含む。例示的な実施形態において、該装置は、医者
、医者のアシスタント、もしくは看護師に、患者の出入りが多いとき、もしくは多様な仕
事に直面している時に、一回の生体兆候読み取りを決定する費用対効果のある方法を提供
することが意図されている。ここで記述される一つの例示的な実施形態は、“スポットウ
ルトラ”と言われるものである。いくつかの実施形態において、該装置は、データ管理シ
ステムに接続された対応するトランシーバにより、医用データを取り扱うよう構成された
該データ管理システムを、自動的に探索し、これと接続するよう構成された、ＩＥＥＥ80
2.11対応の無線接続モデュールよりなる。一つの実施形態において、該携帯型生体兆候測
定装置は、血圧の収縮及び拡張、ＭＡＰ、脈拍数、体温（口腔、成人の腋の下、小児の腋
の下、直腸、及び耳（ＩＲ技術を使用する））、及び成人と小児科の患者の酸素飽和度（
ＳｐＯ2）、を測定する。いくつかの実施形態において、同時係属中のＵ.Ｓ.特許出願番
号１０/６１９，３８０に記述されているすべてを、ここで参照のために組み入れた、自
動血圧（ＢＰ）装置からなる。いくつかの実施形態において、該装置は、患者の体温を測
定することが可能な検温部を付随的に備えており、例えば、ＳｕｒｅＴｅｍｐ　Ｐｌｕｓ
（登録商標） ｏｒａｌ、成人と幼児の腋下部、及び直腸の温度、取外し可能な探針部を
伴った直腸の検温部、もしくは、Ｂｒａｕｎ　Ｐｒｏ４０００鼓膜の検温部（Welch Ally
n, SkaneatelesFalls,NYの両方で入手できる）、パルス酸素濃度計（ＳｐＯ2）装置、例
えば心拍数などの心臓病患者のパラメータを測定するよう構成された装置、平均動脈圧及
び外付けのプリンターよりなる。いくつかの実施形態において、該プリンターは、外付け
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の２’’サーマルプリンター、付随的なバッテリ、及びケーブル、または無線通信のいず
れかを利用することができる。該システムは、ハードウェア及びソフトウェア部分からな
り、該システムについては、以下に詳細に記載する。いくつかの実施形態において、該装
置は、一つもしくはそれ以上の生体兆候測定装置からの結果を記録するためのひとつ、も
しくはそれ以上のメモリ、および、患者が身につけたブレスレットに印刷されたバーコー
ドを読み取ることによって、患者を特定することができる１-Ｄライナーイメージバーコ
ードスキャナーアクセサリよりなる。
【０００７】
　本発明に関わる携帯型生体兆候測定装置の設定環境や多くの使用場所の例を以下に示す
が、これらに制限されるものではない：病院、内科及び外科病棟、緊急病棟、産科設備、
内視鏡設備、及び高圧装置；医療行為、家族医療及び一般診察、小児医療、内科的療法、
接骨療法、及び産科及び婦人科；長期ケア施設；病院関連のクリニック、ＨＭＯ及びＰＰ
Ｏ；外来診療；透析センター及び監獄。
【０００８】
　一つの側面において、本発明は、携帯型生体兆候測定モデュールに関するものである。
該携帯型生体兆候測定モデュールは、患者の少なくとも一つの生体兆候を測定するよう構
成された携帯型測定モデュールよりなり、かつ少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を
生成することよりなる。つまりワイヤレス通信インタフェースモデュールは、少なくとも
一つの生体兆候を表わす信号を受けるよう構成されており、かつ遠隔ワイヤレス通信装置
と通信するよう構成されており、該ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、遠隔ワ
イヤレス通信装置の第１の通信を用いて遠隔無線通信装置との通信を開始し、第２の通信
でデータを送信する。患者の少なくとも一つの生体兆候が測定され、かつ、少なくとも一
つの生体兆候を表わす信号が、遠隔ワイヤレス通信装置へ、ワイヤレスに提供される。少
なくとも一つの実施形態において、第１の通信は、遠隔ワイヤレス通信装置の存在を検出
することを目的とする。
【０００９】
　一つの実施形態において、該データは、安全な通信状況下で送信される。一つの実施形
態において、該携帯型生体兆候測定装置は、さらにディスプレイからなる。一つの実施形
態において、該ディスプレイは、ＬＣＤディスプレイからなる。一つの実施形態において
、該携帯型生体兆候測定装置は、さらにプリンターからなる。一つの実施形態において、
該携帯型生体兆候測定システムは、さらにマイクロプロセッサ及びメモリよりなる。一つ
の実施形態において、該携帯型生体兆候測定モデュールは、さらに携帯型生体兆候測定モ
デュールのオペレータによって操作可能なように構成されたコントローラからなる。一つ
の実施形態において、該少なくとも一つの生体兆候は、非侵襲式血圧、心拍数、体温、化
学物質の生理的レベル、呼吸速度、及び生体信号の波形表示、等の内のひとつから選択さ
れる。一つの実施形態において、該携帯型生体兆候測定システムは、さらに少なくとも一
つの生体兆候を測定するよう構成された変換器からなる。一つの実施形態において、少な
くとも一つの生体兆候を測定するよう構成された変換器は、携帯型測定モデュール取外し
可能に接続される。一つの実施形態において、該携帯型生体兆候測定モデュールは、さら
に該携帯型生体兆候測定モデュールをサポートするものからなる。
【００１０】
　他の側面において、本発明は、携帯型生体兆候測定システムを特徴とする。該方法は、
携帯型生体兆候測定方法のステップよりなり、患者の少なくとも一つの生体兆候を測定す
ることよりなる。つまり無線で該信号を遠隔ワイヤレス通信装置に送信することである。
該携帯型生体兆候測定モデュールは、患者の少なくとも一つの生体兆候を測定するよう構
成された携帯型測定モデュールよりなり、かつ少なくとも一つの信号を取り出すことより
なる。ワイヤレス通信インタフェースモデュールは、少なくとも一つの生体兆候を表わす
信号を受け取るように構成されており、遠隔ワイヤレス通信装置と通信するよう構成され
ている。
【００１１】
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　一つの実施形態において、該データは、安全な通信状況下で送信される。一つの実施形
態において、該携帯型生体兆候測定システムは、さらにディスプレイからなる。一つの実
施形態において、該ディスプレイは、ＬＣＤディスプレイからなる。一つの実施形態にお
いて、該携帯型生体兆候測定装置は、さらにプリンターからなる。一つの実施形態におい
て、該携帯型生体兆候測定システムは、さらにマイクロプロセッサ及びメモリよりなる。
一つの実施形態において、該携帯型生体兆候測定システムは、さらに携帯型生体兆候測定
システムのオペレータによって操作可能なように構成されたコントローラからなる。一つ
の実施形態において、該少なくとも一つの生体兆候は、非侵襲式血圧、心拍数、体温、化
学物質の生理的レベル、呼吸速度、及び生体兆候の波形表示、等の内のひとつから選択さ
れる。一つの実施形態において、該携帯型生体兆候測定システムは、さらに少なくとも一
つの生体兆候を測定するよう構成された変換器からなる。一つの実施形態において、少な
くとも一つの生体兆候を測定するよう構成された変換器は、携帯型測定モデュールと取外
し可能に接続される。一つの実施形態において、該携帯型生体兆候測定システムは、さら
に該携帯型生体兆候測定モデュールをサポートするものからなる。
【００１２】
　もう一つ別の側面において、該発明は、患者の生体兆候を測定するための方法に関する
ものである。該方法は、携帯型生体兆候測定モデュールを備えるステップよりなり、患者
の少なくとも一つの生体兆候を測定する工程よりなる。かつ該信号を遠隔ワイヤレス通信
装置へ送信する工程よりなる。該携帯型生体兆候測定モデュールは、患者の少なくとも一
つの生体兆候を測定し、かつ少なくとも一つの生体兆候を表わす信号を生成するよう構成
された携帯型測定モデュールよりなる。さらに、ワイヤレス通信インタフェースモデュー
ルは、少なくとも一つの生態兆候を表す信号を受け、かつ遠隔ワイヤレス通信装置と通信
する構造よりなる。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、該方法は、さらにコンピュータベースデータ管理システ
ムと通信する遠隔ワイヤレス通信装置からの少なくとも一つの信号を通信するステップよ
りなる。
【００１４】
　前述の記載事項、および他の目的、側面、特徴、及び本発明の利点は、以下の記載及び
請求項から、より明らかとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明は、医療従事者にとって操作が簡便であり、医学的実践あるいは病院環境におい
てデータベースシステムと相互作用する能力をもち、Health Insurance Portability and
 Accountability Act of 1996（以後“ＨＩＰＡＡ”と称す）の要件等の要件にしたがっ
て、記録に対し安全なアクセスを提供する能力を持って患者の記録を維持する携帯型生体
兆候測定装置を提供することにある。ＨＩＰＡＡの下では、ヘルスケアプロバイダは、現
在、患者の医療情報を他の者に提供する前に、患者による書面での許可を得なければなら
ない。この要件の結果、医療データ管理システムは、承認が与えられていないという初期
設定に基づき、適切な承認を欠くものが患者の医療記録の内容を見てしまうことを妨げる
条項を持たなければならない。さらに、承認を記録する、および情報を見る可能性のある
人を特定する能力は、特定の情報に対するアクセスが、ＨＩＰＡＡの下で見る可能性のあ
る人により許可されるか否か、どの程度まで許可されるかの決定の自動化を許すことがで
きる。“安全なアクセス”、あるいは“安全な通信”といった用語は、安全な通信が行わ
れるシステムまたはネットワークの一部ではない装置についてあいまいである通信を暗示
するものとして理解することができる。この文脈において、通信される情報に対し暗号化
を適用すること、および／または、通信チャンネル自身のアクセスを制限するために、拡
散スペクトラム通信方法等の技術を用いることにより、安全な通信を得ることができる。
現在使用されている様々な標準無線通信システムは、暗号化および／またはスペクトラム
拡散方法に基づいて、安全な通信チャンネルを提供する。これらの安全な通信方法に加え
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て、ＨＩＰＡＡによって必要とされる種類のプライバシーを与えるため、およびどのデー
タを、該システムの特定のユーザをしてこれにアクセスし、見ることを許すかを制御し決
定するために、ソフトウェアを用いることができる。他の実施形態において、該通信は、
無線通信技術、ＲＳ－２３２またはイーサネット（登録商標）等のハードワイヤード通信
技術のいずれかにより、あるいは、フロッピー（登録商標）ディスク、あるいは、たとえ
ば、データ、制御信号、又はプログラムを転送する目的のために他のデバイスに移送され
ることができる、メモリスティック、フラッシュメモリ、あるいは、ＳＤメモリモデュー
ル、のような半導体メモリデバイスのような、除去可能で機械読み取り／書き込み可能な
媒体を用いることにより、実行されることができる。
【００１６】
　ＨＩＰＡＡは、社会保障法の一部として、ヘルスケアおよびヘルスケア情報に対する基
準を制定している。この連邦法を実施するために、米国保険社会福祉省は、連邦公報やウ
ェブ上で見ることができるＨＩＰＡＡ規則（45C．F.R.１６０-164）として知られる明確
なルールを制定した。そのガイドするコンセプトは、データベース内に保存された医療情
報は、正確かつ安全であるべきであり、このような情報に対するアクセスは、法的に該情
報を必要とし、該情報を受け取ることを、同意により、あるいは該情報が関係する人によ
り、あるいは、該情報が関係する人のために行動する権限を法的に与えられた個人により
、署名された委任により、承認されている人に制限されるべきである。該規制は、ヘルス
プラン、ヘルスケアクリアリングハウス、及びヘルスケアプロバイダ、など、カバーされ
る機関（もしくは“ＣＥ”）に適用され、これらの対象機関は、ＨＩＰＡＡによりカバー
される情報（“保護されたヘルス情報”として知られる）を、電子的な形式で送信する。
【００１７】
　本発明において、処理（プロセス）は、実行され、そこにおいて、ＨＩＰＡＡの遵守は
、機械読み取り可能な情報の記録場所の読み取り器を使用することにより達成され、その
ような読み取り器は、バーコードスキャナー、無線周波数識別子特定タグ（または、“Ｒ
ＦＩＤタグ”）リーダ、磁気ストライプリーダのような磁気記録リーダ、あるいは、フラ
ッシュカード、ＳＤカード、ＰＣＭＣＩＡカード、もしくは他の半導体メモリフォーマッ
トにおける半導体メモリのようなメモリのリーダがあり、かつ、１、又はそれ以上のソフ
トウェアモデユールであって、機械読み取り可能な情報の保存箇所内に符号化された情報
を解釈し、論理および制御機能を含む応答を含む、このような情報に応答するように構成
されたもの、である。いくつかの実施形態における本発明の装置は、機械読み取り可能な
場所を、読み取るように構成された読み取り器を含んでいる。いくらかの技術において、
本発明の装置は、機械読み取り可能な情報の記録場所に、付加的に記録を行うことができ
る。情報の機械読み取り可能な記憶場所は、携帯型生体兆候測定装置のような電気設備に
対しアクセス可能な態様で患者および臨床者の選択された一人を同定するために使用され
ることができる。一つの実施形態において、該装置は光学、電子的、または磁気読取り装
置よりなり、これは、バーコード、ＲＦＩＤタグ、または他の機械読み取り可能な情報の
格納場所を、ユニークに特定するＩＤ番号、または英数字ストリングのような十分な情報
を、該装置に転送するのに用いられる。該装置は、例えば、特定された個人（すなわち、
患者、患者の記録の一部またはすべてを読む権限を持つ臨床者、情報を入力する権限を持
っているが、しかし該臨床者により入力されたのでない情報を、検索し、見る権限はもた
ない臨床者、または、“キャンディ－ストライパ”のような、患者についての任意の情報
を見る権限をもたない、家族のメンバーまたはボランティア）の状態を決定するために、
ローカルな、又は遠隔データベースと通信することができる。関係する人の同意に応答し
て、該装置は、特定された人の委任に従って情報を受け入れ、記憶し、転送し、および／
または表示するようプログラムされることができる。ある場合においては、もし委任され
ていない人が存在していれば、該装置は、いくつかの機能、たとえば、大きく聞こえる可
聴応答を与えるという機能、あるいは、ケア提供者が、たとえば、次のベッドにいる他の
患者を取り扱うために該装置の近傍に来たときに、委任されていない人が、セラプティシ
ャスリーに情報に対するアクセスを得ることができる、ということがないように、委任さ



(18) JP 2008-526367 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

れた人が、直接、個人特定番号またはストリング等の個人識別子を入力していない限りは
、情報に対するアクセスを制限する、という機能を、禁止するようにプログラムすること
ができる。委任を用いて、該装置は、適切に動作せられたとき、患者情報と臨床者との同
定をリンクさせ、あるいはともに埋め込み、アクセス制御、個人認証、データ統合、可聴
制御、送信安全、および任意の他の認証を必要とする機能を管理することができる。
【００１８】
　いくつかの場合において、ヘルスケア設備、または病院は、この特徴を不活性化し、お
そらくは、該装置に、バーコードシステムまたは他の機械読み取り可能なシステムを用い
ないことを選択するかも知れない。例えば、毎秒がカウントされる緊急治療室（“ＥＲ”
）において、任意の委任されていない人が、ＨＩＰＡＡ標準をおそらく満たすことのでき
る設備が存在するＥＲ患者領域に入ることを防止する、マニュアルシステム、および制限
されたアクセスポリシーおよびシステムを、持つことはより便宜であろう。他の実施形態
においては、バーコード、または他の機械読取り可能な同定が使用されるシステムにおい
ては、患者の記録は、臨床者の同定と結合され、かつその中に臨床者の同定を埋め込んで
いる。一例として、該臨床者情報は、指定された識別子フォーマットである、および／あ
るいは、各エントリーの付加されたプリフィックスまたサフィックス、または患者ＩＤの
スキャン、のような、記録内の特定のフィールド内にエンターされた情報、であることが
出来る。例えば、臨床者は、彼、又は彼女自身を同定し、以下の順序にしたがって、生体
兆候読み取りを行うことができる：
　臨床医は、彼の/彼女のＩＤをスキャンする；
　臨床医は、該患者ＩＤ内において、例えば、手首ブレスレット上のバーコードを読み取
る；
　臨床医は、血圧、温度等のような生命兆候を取るようクリアされており、かつそのよう
にする；
　臨床医は、あらかじめプログラムされた病院ポリシーに基づき、データを、編集、検索
、または印刷するようクリアされており、もしくはクリアされていない；
　もしその臨床医が、クリアされており、データを印刷すれば、該臨床医ＩＤコードは、
印刷された患者バーコードまたは記録内に組み込まれており、その結果、ある人は、誰が
制御された情報を検索したかを決定することができる。
【００１９】
　一つの実施形態において、例えば、患者バーコードは、臨床医のプリフィックス、また
はサフィックスを含むようにプログラムされる。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、該システムは、ＨＩＰＡＡ基準に従って、外部からの記
録送信、もしくはいくつかの情報を印刷でき、医者もしくは看護師などの許可を得た個人
に、印刷された、あるいはセーブされた／外部に転送された任意の情報は、ＨＩＰＡＡ基
準に従っていることを、（印刷により、視覚および聴覚表示により、視覚的表示により、
または他の便宜な手順により）警告するようにプログラムすることができる。該システム
は、権限をもたないアクセスが、要求されているかを、たとえば、ドラッグ販売の代表者
が、該代表者によって販売されるメディケーションを要求するかも知れない患者を特定し
ようとしていることを、臨床的管理に通知するようプログラムされることができる。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、発明的な装置のもう１つの特徴は、特定の実施形態の配
置（フロア、あるいは特定のフロア上の部屋等）を発見するための能力を与える配置モデ
ュールである。いくつかの実施形態において、履歴追跡モデュールが、特定の装置の使用
の履歴を、該装置により送信された情報をリヴューすることにより、あるいは、該装置に
その活動のログを与えるよう要求することにより、追跡するために設けられている。たと
えば、ある人は、特定の装置ユニットを、（たとえば、シリアルナンバーにより）該装置
のアクセスポイント接続、その信号強度の解析を通して、三角測量等のような、配置同定
データ操作を行うことにより、かつ、該装置の、わかっている配置のタグ（たとえば、Ｒ
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ＦＩＤタグ、または特定の部屋におけるトランスポンダー）との相互作用を、ある与えら
れた装置が、特定の病院ユニットあるいは領域内に位置していると特定することができる
ように検査することにより、つきとめることができる。
【００２２】
　一例として、Ekahau,Inc., 620 Herndon Parkway,Suite200,Herndon,WA20170で入手で
きるthe Ekahau Positioning EngineTM3.0は、802.11a/b/gと互換性のある任意の標準WiF
iネットワークを介しての配置追跡を可能とするソフトウェアベースのソリューションで
ある。いくつかの実施形態における該装置は、デバイスを追跡するのに使用することので
きるWiFiトランシーバよりなる。種々の動作モードにおいて、あるシステムは、装置の配
置を特定するためにすべての配置を周期的にスキャンするようプログラムすることができ
る。もし該システムが、装置を追跡するにおいて問題を有するのであれば、該システムは
、該装置をしてその配置を特定させ、かつこれを送信させるコマンドを発行することがで
きる。ある実施形態において、配置特徴は、“失われた”ユニットを見つけるために用い
られることができる。いくつかの実施形態において、該システムは、どのデバイスが使用
されたか、どれほど頻繁に、かつどこでそのような使用が起きたかを、モニタすることが
できる。このような情報は、特定の配置についての電流作動負荷および使用を決定するた
めに使用することができ、かつ、装置の配置を最適化するのに使用することができる。
【００２３】
　一つの実施形態において、該システムは、あるユニットが長期間にわたって使用されて
いないか、又は、使用されすぎているものであるかを、見るために使用を追跡することが
できる。いくつかの例において、この情報は、装置が正常に働いているか、あるいは損傷
されているか、または、メンテナンスまたは修理を必要とするか、を決定する助けとなり
得る。例えば、作業者により寄り付かれない装置は、何かの未診断の問題がある、例えば
、充電を保持しない古いバッテリがあることを、示すかもしれない。他の場合には、ユー
ザを、特定のデバイスに追跡することが可能である。この情報は、デバイス上の特定の問
題をデバッグするために用いることができる、なぜなら、そのとき、誰が、また何時、装
置を使用していたかを追跡することができ、かつ、ユーザに、該装置の性能について質問
をすることができるからである。該システムは、また、在庫品目を保持するよう装置を追
跡するために、かつ、高価な設備の窃盗あるいは横領を妨げるために用いることができる
。例えば、もし、装置が特定のゾーンを離れれば、かつ離れるとき、該システム、入力路
、あるいは、装置自身上のいずれか、又は両方に位置している１またはそれ以上のアラー
ムは音を出すことができる。さらに、該装置は、任意の人がそれを使用することを妨げる
ために１またはそれ以上のサブシステムを、“ロックアップ”する、あるいは、ディスエ
ーブルするようプログラムすることができる。
【００２４】
　さらに他の環境において、特定の装置のユーザを追跡することにより（正確な配置が知
られていてもいなくても）、個人ヘルスケアプロバイダと通信することが可能であり、あ
る人は、知られているユーザがログインしている特定の装置にメッセージを送ることがで
きる。これは、例えば、フロア上のＲＮなどの個人に対するメッセージを、紙、携帯電話
、あるいは同様の個人遠隔通信デバイスを使用することなく、得るための１つの方法であ
る。
【００２５】
　いくつかの実施形態における、さらにもう１つの該装置の特徴は、通信ネットワークに
参加するための該装置の能力を含み得る。一つの実施形態において、該装置は、パーソナ
ルエリアネットワーク（ＰＡＮ）をサポートしている。該ＰＡＮは、制限された伝送距離
をもち、かつ特定にベースユニットにのみ通信するようコード化されたワイヤレスセンサ
および関連するエレクトロニクスよりなる。一つの実施形態におけるベースユニットは、
該装置である。使用において、該センサは、ＳｐＯ2、ＥＣＧ、血圧、体温、体積、体重
、あるいは任意のセンサからデータを収集し、あるいはモニタする任意の他の医療装置を
含むことができる。該ネットワークは、すべてのデバイスが安全であり、かつ情報が１つ
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のアクセスポイント、すなわち該装置から制御されるよう患者の周りに設置される。
【００２６】
　該ＰＡＮは、リードを用いることなしに、改善された患者モニタリングを含むことがで
き、これにより、より高いレベルの電気的絶縁を維持することができる。該ＰＡＮはまた
、まだモニタされている間に患者がもつ移動度のレベルを拡張し、該システムの動作を簡
単、かつ自動的にする。該ＰＡＮの応用は、モニタがまたＨｕｂのように動作することを
、妨げるのではなく、これは以下に記述される。
【００２７】
　該ハブは、それを通してデータが通信される中央アクセスポイントである。ハブは、配
線接続により、あるいは、ワイヤレス技術によりＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）
に接続される。いくつかの実施形態において、本発明の装置は、ハブよりなる。該ハブは
、承認された人によるデータの通信を与え、および、ハブを介して接続されるいくつかの
、あるいはすべての器具又は測定装置の制御を与える、すなわち、質問は遠隔にすること
ができ、データは中央位置から管理することができる。生体兆候測定装置に必ずしも関係
していないデバイスも、このハブを介してシステムにより接続され、動作せられることが
できる。これは、プリンター、ファックスマシーン、他の医学的デバイスおよび他のコン
ピュータを含む。理解されるように、該装置のハブとしての動作は、それが、またＰＡＮ
としても動作することから排除するものではならない。
【００２８】
　一つの実施形態において、携帯型生体兆候測定器具は、２９日齢およびそれ以上からの
、任意の性別の小児および成人患者の血圧を測定するのに役立つ。携帯型生体兆候測定器
具のＳｐＯ2、および温度モデュールは、新生児に対しても適切に用いることができる。
【００２９】
　図１Ａ～図１Ｆは、携帯型生体兆候測定器具の実施形態を示す異なる視点における図で
ある。図１Ａは、ディスプレイ１０２および複数のキー１０４、ばかりでなく、測温器具
を保持するためのウェル１０６を示す携帯型生体兆候測定器具１００の正面立面図である
。図１Ｂは、図１Ａに対してその左側面を示す、携帯型生体兆候測定器具１００の側立面
図である。図１Ｂには、携帯型生体兆候測定器具１００を持ち上げ、運び、引っ張るため
のハンドル１１０が示されている。また図１Ｂには、血圧カフのためのコネクタ１１２、
及びパルス酸素濃度計の接続のためのコネクタ１１４が示されている。図１Ｃは、図１Ａ
の図に対して、携帯型生体信号測定装置１００の右側面を示す側立面図である。ハンドル
１１０が、図１Ｃにおいて見え、これは、サーモメータを保持するためのウェル１０６の
側面であるようである。図１Ｄは、携帯型生体兆候測定器具１００の上立面図であり、こ
れにおいては、ハンドル１１０、及びサーモメータのウェル１０６が見られる。図１Ｅは
、携帯型生体兆候測定器具１００の底面図であり、これにおいては、サーモメータのウェ
ル１０６が見えている。図１Ｆは、携帯型生体兆候測定器具１００の後方立面図である。
図１Ｆにおいて、ハンドル１１０、及びサーモメータのウェル１０６、ばかりでなく、３
つのコネクタが示されている；コネクタ１２０は、ＵＳＢポートなどのパーソナルコンピ
ュータとの接続を与え、コネクタ１２２及び１２４は、たとえばＲＳ２３２ポートである
９ワイヤシリアルコネクタである。しかし、他の実施形態においては、異なるタイプのコ
ネクタ、たとえば、イーサネット（登録商標）、ＵＳＢ、もしくはＴＴＬポートを、コネ
クタ１２２及び１２４の一つ、又は両方に用いることができる。
【００３０】
　図２Ａ－２Ｆは、携帯型生体兆候測定器具の実施の形態２の異なった視点の図面である
。図２Ａは、画面２０２、及び複数のキー２０４ばかりでなく、体温計を保持するウェル
２０６を示す、携帯型生体兆候測定器具２００の正面図である。図２Ｂは、図２Ａの視点
に対して、左側から見た携帯型生体兆候測定器具２００の側面図である。図２Ｂにおいて
、携帯型生体兆候測定器具２００を、持ち上げ、運び、引っ張るためのハンドル２１０が
示されている。また図２Ｂにおいて、血圧カフのためのコネクタ２１２、及びパルス酸素
濃度計のためのコネクタ２１４が示されている。図２Ｃは、図２Ａに対して携帯型生体兆
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候測定器具２００の右側面を示す該器具の側立面図である。ハンドル２１０が、図２Ｃに
おいて見られ、これは、サーモメータを保持するウェル２０６の側面であるようである。
図２Ｄは、携帯型生体兆候測定器具２００の上面図であり、これにおいては、ハンドル２
１０およびサーモメータウェル２０６が見られる。図２Ｅは、携帯型生体兆候測定器具２
００の底面図であり、これにおいては、サーモメータウェル２０６が見られる。図２Ｆは
、携帯型生体兆候測定器具２００の背面立面図である。図２Ｆにおいて、ハンドル２１０
、サーモメータウェル２０６ばかりでなく、３つのコネクタが見られる；該コネクタ２２
０は、パーソナルコンピュータへの接続性を提供し、コネクタ２２２及び２２４は、例え
ばＲＳ２３２ポートに対する、９ワイヤシリアルコネクタである。しかしながら、他の実
施形態においては、異なるタイプのコネクタ、例えば、イーサネット（登録商標）、ＵＳ
Ｂ、またはＴＴＬポートを、コネクタ２２２及び２２４の１つ、または両方に、用いるこ
とができる。
【００３１】
　該装置は、患者から患者へ、部屋から部屋へと移動するために、手動により、あるいは
モバイルスタンド上に搭載されて運ぶことができる。ハンドルは、手で装置を運び、かつ
血圧測定用カフを貯蔵するように設けられている。アクセサリおよび変圧器マウントのた
めのバスケットを持つ壁取付けブランケットよりなる壁掛けオプションもまた利用可能で
ある。該デバイスは、ワイヤーバスケットのような手段を、少なくとも一つの大きな成人
用カフアセンブリー、少なくとも一つのＳｐＯ2プローブ、少なくとも一つの咽頭または
耳温度プローブカバー用の少なくとも１つの箱、および少なくとも一つの咽頭用または耳
用の温度プローブを、移動される間にストアするために与える。該装置はまた、任意のウ
エルチ・アリン・チャイルドカフ、ウエルチ・アリン・スモールチャイルド有耐用性ワン
ピースカフ、及びウエルチ・アリン・スモールチャイルド破棄可能ワンピースカフのいず
れかとの使用にも適している。該装置は、成人用カフを、これが通常装置のハンドルの後
ろに折り畳まれた状態で保持するポケットのような手段を、与える。バーコードスキャナ
ーのためのマウント固定物が、任意のスキャナーとともに含まれている。水平平面上に置
かれた時、該デバイスは、ディスプレイが容易に読まれるように立つ。該デバイスは、該
デバイスがテーブルトップ上をスライドするのを妨げるように、安定な足場をもつ。一つ
の実施形態において、アクセサリを持たない十分に負荷されるユニットは、６．５ポンド
のウェイトを超えない。
【００３２】
　操作者による使用および観察に適した場所に、携帯型生体兆候測定器具を保持するため
の、便宜な携帯性、および便宜な支持構造を与えるために、該携帯型生体兆候測定器具は
、該器具の全重量を支持する必要なしに、移動の容易さを与えるための１つ以上の車輪を
もつスタンド上に任意にマウントされる。図２Ｇは、スタンド２９０上にマウントされた
携帯型生体兆候測定器具２８０の実施形態を示す図２７０である。該スタンド２９０は、
該携帯型生体兆候測定器具２８０を、医療実施者の使用に便宜な高さにて、かつ便宜な方
向にて支持する任意の支持構造であることができる。一つの実施形態において、該スタン
ド２９０は、バスケット２９２および壁コンセントに接続するためのコネクタ２８８を含
む電源コード／トランスマウント２９４、および複数のスタンド車輪２９６をもつ５点ユ
ニバーサルモバイルスタンドである。一つの実施形態において、該スタンド又はフレーム
は、金属製筒状ストックより構築されたポール２９５のようなフレームであり、水平平面
２９７（制限するデバイスありで、あるいはなしで）等の、携帯型生体兆候測定器具を安
全に保持するための少なくとも１つの構造、前記携帯型生体兆候測定器具２８０上の対応
する取付けポイントと適合するフレームに取り付けられたフック、あるいは壁掛けブラケ
ットに似たマウントを含む。該スタンド２９０は、さらに、該スタンド２９０を容易に動
かすことのできるハンドル２８４よりなり、かつさらに、さらなる装置、たとえば一般目
的ラップトップコンピュータ２８６のための支持２８２を、備えていてもよい。
【００３３】
　本発明に用いられている、特定の語を、以下のテーブル１に表す。
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【表１】

【００３４】
　一つの実施形態において、スポットウルトラ器具は、the Motorola DragonBall(登録商
標)MXL マイクロコントローラ，フラッシュメモリ，ＲＡＭ，及び種々の、ウェルチアリ
ン、及び第三者のハードウェア構成部品を使用する。一つの実施形態において、該ソフト
ウェアは、“Ｃ”言語コンパイラでコンパイルされ、リアルタイムオペレーティングシス
テム（たとえば、カリフォルニア州サンディエゴのExpress Logic社で入手できるthe Thr
eadX RTOS）で動作する。
【００３５】
　図３は、スポットウルトラ生体兆候測定装置の全体システムアーキテクチャ３００の好
ましい実施形態を図示する図である。好ましい実施形態において、イリノイ州スカウムバ
ーグのモトローラ社で入手できるMotorola DragonBall(登録商標)MXLマイクロコントロー
ラのような、マイクロコントローラ３１０が、設けられる。インテルや他の半導体製造業
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者によって製造されるような、他のマイクロコントローラを、Motorola DragonBall(登録
商標)MXLマイクロコントローラの代用とすることも可能である。
【００３６】
　例示的な生体兆候測定器具は、実時間時計／カレンダー、監視機構／リセットタイマ、
不揮発性ストレージ、Ｍｏｄ Ｆ早期血圧アルゴリズムを使用するＮＩＢＰ、測温ユニッ
ト、ＳｐＯ2センサ（カリフォルニア州プレサントンのＮｅｌｌｃｏｒ社から入手できる
Ｎｅｌｌｃｏｒ ＭＰ５０６、カリフォルニア州アーバインのＭａｓｉｍｏ社で入手でき
るＭａｓｉｍｏ　ＭＳ－１１ユニット）、ユーザインタフェースモデュール、２’’外部
サーマルプリンターのようなプリンター、Hand　Held　Products’　Image　Team　リニ
アスキャナのようなバーコードスキャナー，接続性モデュール、外部充電器、及びＭＭＣ
／ＳＤカードのようなメモリカードよりなる。一つの実施形態における、ユーザインタフ
ェースモデュールは、一つもしくは複数のディスプレイ、例えば、台湾、台北地方のNan 
Ya で入手できる１／４ＶＧＡグラフィックスＬＣＤディスプレイ、キーパッドのような
データ入力モデュール、音声表示器、及び該器具の電力条件、バッテリの充電の状態、充
電気の動作の状態を知らせる１、又はそれ以上のＬＥＤよりなる。該携帯型生体兆候測定
器具の各構成要素は、以下に詳細に記述される。
【００３７】
　ユーザインタフェース
　マイクロコントローラ３１０は、ユーザインタフェース３２０と相互作用する。該ユー
ザインタフェース３２０は、グラフィックスＬＣＤモデュール３２１よりなり、それは、
ここでは一つの実施形態において、図４のＬＣＤディスプレイ４０２として記述されてい
る。通信は、図３では、マイクロコントローラ３１０からグラフィックスディスプレイ３
２１への一方向性のものとして示されているが、他の実施形態においては、ＬＣＤディス
プレイ３０２は、双方向性の通信を許可するタッチスクリーンディスプレイで置き換える
ことができる。双方向通信を許可するグラフィックスＬＣＤディスプレイ３２１は、例え
ば、プログラムメニューを介してナビゲーションする能力、および、身長、体重、苦痛指
示、呼吸、等の情報の手入力を与え、かつ、体重および身長が入力された時、ＢＭＩの計
算を指示する。身長および体重は、英国単位、メーター単位等の、任意の都合の良い単位
を用いることができる。
【００３８】
　ユーザインタフェース特徴
　操作者は、ユニット上で以下の機能を遂行することができる；ＳｐＯ2読み取りを開始
するおよび停止する；
直腸（幼児又は大人）または咽頭モード，華氏（Ｆ）または摂氏（Ｃ）、および予測およ
び測定モードを選択することを含み、温度読み取りを開始する及び停止する：
ＲＳ２３２を介して重さスケールに接続し、重さを獲得する；
表示されたデータの印刷を開始する；
患者及び／又は臨床者ＩＤをスキャンする；苦痛レベル、呼吸速度、身長、及び体重を含
み、データを入力すること；個々の患者についての記録、またはメモリ内に記録されたす
べてのエントリーを含み、患者記録メモリを消去すること；及びＢＭＩを計算すること。
【００３９】
　キーパッド
　描かれた実施形態において、ユーザインタフェース３２０はまた、ユーザ入力を受信し
、その入力をマイクロコントローラ３１０に通信するキーパッド３２２よりなる。一つの
実施形態において、キーパッド３２２は、図５Ａのキーパッド５００であり、ここで、個
々のボタンは、図５Ｂ、および以下の伴う議論において記述されるように動作する。
【００４０】
　発音器
　描かれた実施形態において、ユーザインタフェース３２０はまた、可聴シグナル装置で
ある発音器３２３よりなる。一つの実施形態において、発音器は、例えば、携帯型生体兆
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候測定器具の主回路基板上に置かれた、活性化されたときユーザに聴こえる、簡単なビー
プ発音器である。
【００４１】
　患者インタフェース
　マイクロコントローラ３１０は、患者インタフェース３３０と相互作用する。描かれた
実施形態において、患者インタフェース３３０は、ＳｐＯ2モデュール３３１よりなる。
該ＳｐＯ2モデュール３３１は、たとえば、患者の指の１又はそれ以上に対してあてられ
た照明に対する光学的応答であって、ＳｐＯ2の値を推定することができるもの解釈され
るもの、等の生体測定信号をモニタするプローブに接続されている。該プローブは、Ｓｐ
Ｏ2モデュール３３１の手段により、マイクロコントローラ３１０に与えられる生体測定
信号を操作することにより得られる電気信号を、与える。いくつかの実施形態において、
該マイクロコントローラ３１０は、ＳｐＯ2モデュール３３１に対してコマンドを、たと
えば、ＳｐＯ2の測定を開始するコマンド、およびＳｐＯ2読み取りと解釈されることので
きる少なくとも１つのデータを返すコマンドを、発行することができる。ＳｐＯ2は、パ
ーセントの単位で表現される。
【００４２】
　ＳｐＯ2

　携帯型生体兆候測定器具は、任意に２つのＳｐＯ2オプション：Ｎｅｌｌｃｏｒ ＭＰ５
０６ ＯＥＭモデュール、またはＭａｓｉｍｏ ＭＳ-１１ ＯＥＭ モデュール、のうちの
１つよりなる。
【００４３】
　Ｎｅｌｌｃｏｒ　ＭＰ５０６
　Ｎｅｌｌｃｏｒ　ＭＰ５０６ ＯＥＭモデュールに対する電力は、携帯型生体兆候測定
器具により制御可能である。携帯型生体兆候測定器具とＮｅｌｌｃｏｒ ＭＰ５０６ ＯＥ
Ｍモデュールとの間の通信は、一方向性（ＳｐＯ2から携帯型生体兆候測定器具へのみ）
で、直列であり、Ｎｅｌｌｃｏｒ ＭＰ５０６ ＯＥＭモデュールのソフトウェアインタフ
ェースを用いる。通信は、ハードウェアＵＡＲＴを用いて実施される。
【００４４】
　一般に、ここで意図される目的として、通信は、２つのデバイス間で、実時間動作を与
えるのに十分な任意のレートでなされることができる。今日、シリアルポートを用いたデ
ータ転送レートは、１１５キロボーと高い速さでなされることができる。電波、および光
学的な無線通信等の方法を含む、データ送信の他のタイプとして、メガ、及びギガビット
パー秒範囲のデータレートが可能であるが、しかし高価となり得る。将来は、たとえデー
タ転送レートが高くても、合理的な価格で利用可能となりことが期待される。
【００４５】
　Ｍａｓｉｍｏ　ＭＳ－１１
　Ｍａｓｉｍｏ　ＭＳ－１１ＯＥＭモデュールに対する電力は、携帯型生体兆候測定器具
により制御可能である。携帯型生体兆候測定器具とＭａｓｉｍｏ　ＭＳ－１１ＯＥＭモデ
ュールの間の通信は、一方向性（ＳｐＯ2から携帯型生体兆候測定器具へのみ）で、直列
であり、Ｍａｓｉｍｏ　ＭＳ－１１ＯＥＭモデュールのソフトウェアインタフェースを用
いる。通信は、ＵＡＲＴハードウェアを用いて実施される。
【００４６】
　ＮＩＢＰ
　描かれた実施形態において、患者インタフェース３３０は、ＮＩＢＰモデュール３３２
よりなる。ＮＩＢＰモデュール３３２は、Ｕ.Ｓ.特許出願番号１０／６１９，３８０によ
り詳細に記述されているように、血圧カフを備えて動作する。携帯型生体兆候測定器具は
、ＮＩＢＰ　Ｍｏｄ　Ｆモデュールを用いる。該モデュールに対する電力は、携帯型生体
兆候測定器具により制御可能である。いくつかの実施形態において、マイクロコントロー
ラ３１０と、ＮＩＢＰモデュール３２２は、双方向的に、かつ、直列に、相互作用する。
一つの実施形態において、通信は、Ｍｏｄ Ｆ通信規定で定義されるように、Welch Allyn
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 SNIFFプロトコル、およびＶＳＭ　Ｓｅｒｉａｌ通信プロトコルで実施される。通信は、
ハードウェアＵＡＲＴを用いて実施される。
【００４７】
　サーモメトリー
　描かれた実施形態において、患者インタフェース３３０は、サーモメータモデュール３
３３よりなる。いくつかの実施形態において、該サーモメータモデュール３３３は、例え
ばWelch Allyn SureTemp（登録商標）Plus OEMモデュール、またはＢｒａｕｎ　Ｐｒｏ　
４０００ＯＥＭモデュールの内の選択された一つのように、患者の温度を測定することの
できるサーモメータユニットである。
【００４８】
　ＳｕｒｅＴｅｍｐ（登録商標）Ｐｌｕｓ　ＯＥＭ
　該ＳｕｒｅＴｅｍｐ　Ｐｌｕｓ（登録商標）は、シールされた除去可能なプローブウェ
ルをもち、口腔体温測定、大人および小児の、腋の下の体温測定、及び直腸体温測定のい
ずれかを与えるサーモメータである。ＳｕｒｅＴｅｍｐ（登録商標）Ｐｌｕｓ　ＯＥＭモ
デュールに対する電力は、携帯型生体兆候測定器具により制御可能である。携帯型生体兆
候測定器具と、ＳｕｒｅＴｅｍｐ（登録商標）Ｐｌｕｓ　ＯＥＭモデュールとの間の通信
は、双方向性であり、直列であり、ＶＳＭシリアル通信プロトコルを使用し、かつ、Ｓｕ
ｒｅＴｅｍｐ（登録商標）Ｐｌｕｓ通信規格に従う。通信は、ＵＡＲＴハードウェアを使
用して実施される。
【００４９】
　Ｂｒａｕｎ　Ｐｒｏ４０００
　Ｂｒａｕｎ　Ｐｒｏ４０００は、鼓膜の温度測定（例えば、耳の中の温度を測定する）
を与えるサーモメータである。Ｂｒａｕｎ　Ｐｒｏ４０００モデュールへの電力は、携帯
型生体兆候測定器具により制御可能である。携帯型生体兆候測定器具と、Ｂｒａｕｎ　Ｐ
ｒｏ４０００モデュールとの間の通信は、Ｂｒａｕｎ Ｐｒｏ４０００通信規格を用いて
いて、半２重であり、電流ループシリアルである。通信は、ＵＡＲＴハードウェアを用い
て実施される。
【００５０】
　メモリ
　描かれた実施形態において、マイクロコントローラ３１０はまた、フラッシュメモリ３
４０、またはデバックメモリ３４０；ＲＡＭ３４２；いくつかの実施形態において、高精
度のタイミング信号を与えるよう、発振器として結晶３４５を使用する実時間クロック３
４４；及び、ウォッチドッグ／リセットタイマ３４６と電気的に通信する。フラッシュメ
モリ３４０、ＲＡＭ３４２、実時間クロック３４４、及び、ウォッチドッグ／リセットタ
イマ３４６は、ここで詳細に記述される。
【００５１】
　不揮発性ストレージ構成
　携帯型生体兆候測定器具は、デバイスシリアル番号、言語選択、及び該装置内に含まれ
る構成要素およびソフトウェアモデュールのリスト等の構成情報を保存するために用いら
れる不揮発性ストレージよりなる。構成の蓄積は、フラッシュメモリ内に記録されたプロ
グラムコードの専用のセクターを用いて実施される。
【００５２】
　イベントロギング
　携帯型生体兆候測定器具は、イベントログを記憶するために用いられる不揮発性ストレ
ージよりなる。該イベントログは、ユーザインタフェースおよびデバイス機能性（すなわ
ち、ボタン押下が起きた、ある機能システムに耐性条件外が起きた、あるいは、何らかの
他のイベントが該装置を維持するのに役に立つであろう知識を用いた）の履歴を記録する
ために使用される。イベントログの蓄積は、フラッシュメモリ内に記録されたプログラム
コードの専用のセクターを用いて実施される。
【００５３】
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　データ収集、および患者データ蓄積
　携帯型生体兆候測定器具は、データ収集のための不揮発性ストレージよりなる。集めら
れたデータは、患者の生体兆候を記録するために用いられる。一つの実施形態においては
、データの収集蓄積は、安全デジタル（ＳＤ）メモリカードを用いて行われる。携帯型生
体兆候測定器具は、たとえ該ユニットの電源がオフされても、５０人までの記録を保持す
るよう、不揮発性蓄積よりなる。
【００５４】
　通信インタフェース
　描かれた実施形態において、マイクロコントローラ３１０は、例えば、ＭＭＣ／ＳＤメ
モリデバイスを収容することのできるＭＭＣ／ＳＤインタフェース３５０、及び、いくつ
かの実施形態においては、ホストＰＣまたはサーバと通信するアンテナ３５３を用いた無
線インタフェースである無線インタフェース３５２等の、機械読み取り可能なメモリモデ
ュールを含むインタフェースと、双方向的な電気通信を行う。他の実施形態において、光
学的、もしくは赤外線インタフェースにおけるワイヤレスインタフェース３５２は、赤外
線、可視光、もしくは紫外線電磁気信号により、ホストＰＣ、またはサーバと無線で通信
する。該インタフェース３５０，３５２は、データおよび命令等の情報を、ホストＰＣに
送るために、マイクロコントローラ３１０により使用されることができ、かつ、データ、
コマンド、およびプログラムファイルを含むファイルを、ホストＰＣからインタフェース
を介して受け取ることができる。特に、フラッシュメモリ３４０、ＲＡＭ３４４、ＭＭＣ
／ＳＤインタフェース３５０、及びワイヤレスインタフェース３５２のいずれかから、少
なくとも一つの指示を含むプログラムモデュールを検索することによって、マイクロコン
トローラ３１０を再プログラミングすることが考慮されている。いくつかの実施形態にお
いて、該マイクロコントローラ３１０はまた、通常のハードワイヤード通信チャネルより
なってもよい。
【００５５】
　バッテリ、およびバッテリ充電器
　描かれた実施形態において、該マイクロコントローラ３１０は、バッテリ３６０、及び
バッテリ充電器３６２と双方向的に電気的に通信する。該バッテリ充電器３６２は、例え
ば、変圧器により中継された壁メイン電源等の遠隔の電気的電力源に、電圧レベルをバッ
テリ充電器３６２により要求されるものに調整するよう、電気的に接続されている。いく
つかの実施形態において、該バッテリ充電器３６２は、バッテリ３６０の充電の状態を検
出するよう、かつ該バッテリ３６０に、その充電の状態を要求されるのに応じて増大する
ために、電力をバッテリ３６０に与えるように構成されている。描かれた実施形態におい
て、ユーザインタフェース３２０はまた、充電ＬＥＤ３２４、及び電力ＬＥＤ３２５より
なり、これらのＬＥＤは、該バッテリ３６０の充電の状態、該バッテリが充電されている
か否か、および該携帯型生体兆候測定器具に対する電力がオンかオフか、を示す信号発生
を行う。ＬＥＤ３２４および３２５は、バッテリ３６０及びバッテリ充電器３６２と、協
同して動作する。再充電可能な蓄積バッテリ、充電器、及びその動作をバッテリにより電
源供給される設備とともに自動的に調整する制御回路はよく知られており、かつ、本発明
の臨界的な特徴ではない；それらは、ここでは詳細には述べない。たとえば、
http://www.industrialnewsroom.com/fullstory/450882.を見てください、これは、ＣＡ
、Ｍｉｌｐｉｔａｓの、Linear Technology Corporation が、２００４年４月１９日に、
ＬＴＣ４０６８、すなわち、単独線形単一セルＬｉイオンＬｉポリマーバッテリ充電器で
あって、システムデザイナーが、充電サイクル終了を、該バッテリに対し同時に適用され
るシステム負荷により、適切にプログラムすることを許すものを、導入したことを述べて
いる。多くの他の自動化されたバッテリ充電制御は、公知である。
【００５６】
　実時間クロック／カレンダー
　該携帯型生体兆候測定器具は、患者データをタイムスタンプするのに用いられる実時間
クロック／カレンダーよりなる。いくつかの実施形態において、実時間クロック３４４は
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、高精度のタイミング信号を与えるために、結晶３４５を発振器として用いている。該タ
イムスタンプは、任意の携帯型生体兆候測定器具により表示された患者データ、または生
成された出力の一部よりなる。該タイムスタンプは、もともとデフォルトとして定義され
たフォーマットでの、日付、時間、および曜日（例えば、米国式の日付形式、すなわち、
ＭＭ/ＤＤ/ＹＹＹＹ、及びＡＭ及びＰＭ指標を有する１２時間クロック）を含むことがで
き、かつ、該フォーマットは、利用者あるいは管理者によって、他の形式（例えば、国際
的な日付形式、すなわち、ＭＭ/ＤＤ/ＹＹＹＹ、及び２４時間クロック）で表示するよう
再構成されることができる。
【００５７】
　ウォッチドッグ／リセットタイマ
　携帯型生体兆候測定器具は、外部ウォッチドッグおよびリセット要素であって、システ
ム誤動作の場合に、該携帯型生体兆候測定器具をリセットするのに用いられるもの、より
なる。該ウォッチドッグ構成要素は、該携帯型生体兆候測定器具の動作を、該装置がルー
プ条件内に“ハングアップ”していない、あるいはそうでなければ、不適切に動作してい
る、ことをチェックするために、周期的にチェックを行う。
【００５８】
　ユーザインタフェース
　ユーザインタフェースは、その構成要素について上記で議論されてきた。一つの実施形
態において、該ＬＣＤディスプレイ、及びキーパッドは、フラットリボンケーブルにより
携帯型生体兆候測定器具の主要回路基板に接続されているサブシステムよりなる。
【００５９】
　ＬＣＤディスプレイ
　Ｎａｎ　Ｙａ　１／４ ＶＧＡ グラフィックスＬＣＤ ディスプレイは、ＬＣＤ及び安
定器を含んで、分離したアセンブリ上で実施される。ＭＸＬのＪＣＤコントローラによる
ＬＣＤに対するインタフェースは単一方向性であり、かつ、Ｎａｎ　Ｙａ　ＬＣＤディス
プレイについて要求されたハードウェアインタフェースを用いている。図４は、ＬＣＤデ
ィスプレイ４０２のレイアウトを示している。
【００６０】
　ＬＣＤディスプレイ４０２は、英数字識別子“ＢＰ”により、かつ、人の四肢上の血圧
測定用カフのミニチュア表示により特定される、血圧測定に関係する情報を表示するため
の領域４１０を含む。領域４１０は、識別子（ＳＹＳ）よりなる収縮期の血圧のための英
数字表示セグメント、数字の３ディジットディスプレイ（数１００と示される）、および
２つの英数字インディケータ（“ｍｍＨｇ”および“ｋＰａ”）、そのうちの１つのみが
任意の時間でアクティブである、よりなる測定の単位、を含む。領域４１０は、識別子（
ＤＩＡ）よりなる拡張期の血圧のための英数字表示セグメント、数字の３ディジットディ
スプレイ（数１００と示される）、および２つの英数字インディケータ（“ｍｍＨｇ”お
よび“ｋＰａ”）であって、そのうちの１つのみが任意の時間でアクティブであるもの、
よりなる測定の単位、を含む。一つの実施形態において、収縮期血圧測定の範囲は６０－
２５０ｍｍＨｇであり、拡張期血圧測定の範囲は３０－１６０ｍｍＨｇである。いくつか
の実施形態において、カフ圧は０－３００ｍｍＨｇである。一つの実施形態において、Ｍ
ＡＰの範囲は４０－１９０ｍｍＨｇである。該ユニットは、内部形状設定においてターン
オンされたとき、ＭＡＰと標準ＢＰパラメータとの間で、すなわち、収縮期と拡張期との
間で、切り替わる。
【００６１】
　ＬＣＤディスプレイ４０２は、英数字識別子（“ＴＥＭＰ”）、およびサーモメータの
図形シンボルルミネセントを含む温度に関係する情報を、表示するための領域４２０より
なる。
一つの実施形態において、体温測定の範囲は、測定方法や測定場所に関わらず、８０°Ｆ
－１１０°Ｆである。領域４２０はまた、１００．０で示される、４ディジットの表示を
持つ数字表示、度の記号、セ氏（セルシウス）又は華氏のスケール（“Ｃ”と示される）
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のためのスケール識別子、測定がまだ進行していることを示すカタツムリの発音器ルミネ
セント、口を開けた人のイデオグラフ（咽頭温度測定を示す）、サポートにもたれかかっ
た人のイデオグラフ（直腸温度測定を示す）よりなる。
【００６２】
　ＬＣＤディスプレイ４０２は、ビーツパーミニッツ（ｂｐｍ）の単位での英数字識別子
（“ＰＵＬＳＥ”）をもつ、ＳｐＯ2読み取りについての情報、を表示するための領域４
０２、数字の表示（値“１００％”と表示される）、および、ｐｌｅｔｈ表示、よりなる
。一つの実施形態によっては、ＳｐＯ2飽和の範囲は、４０％－１００％である。
【００６３】
　一つの実施形態において、ＭＡＰの範囲は、４０－１９０ｍｍＨｇである。
【００６４】
　ＬＣＤディスプレイ４０２は、ビーツパーミニッツ（ｂｐｍ）（“ハート／ｍｉｎ”と
表示される）単位での英数字識別子（“ＰＵＬＳＥ”）をもつ、ＳｐＯ2読み取りについ
ての情報を表示するための領域４４０、数字の表示（値“１００”と表示される）、およ
び、ＳｐＯ2モデュールにより測定される各パルスの強度を示す垂直バーグラフにより表
されるイデオグラフよりなる。いくつかの実施形態において、該ディスプレイ４０２は、
最新のＢＰサイクルによって決定された脈拍数レートを、もしくは、もしＳｐＯ2測定が
活性である時は、ＳｐＯ2モデュールによって決定された値を示す。いくつかの実施形態
において、脈拍数の範囲は、ＳｐＯ2モデュールを使用している時は、２５－２４５ｂｐ
ｍであり、ＢＰ測定方法を使用している時は、３５－１９９ｂｐｍである。
【００６５】
　ＬＣＤディスプレイ４０２は、複数の記号を表示することのできる領域４５０；時間を
表示するのに用いられる（“１２：００”と示される）領域４５２；２つのディジット番
号等の、記録識別子を示すための領域４５４；および、充電器の充電の状態を、その中に
バーグラフをもつ、充電の相対的状態を示すバッテリのイデオグラフの手段により、同定
するための領域４５６。
【００６６】
　ＬＣＤ４０２はまた、英数字情報の複数のラインを表示するための表示領域である領域
４６０よりなる。
【００６７】
　一つの実施形態において、ディスプレイ４０２は、８フィート離れた位置から、かつ薄
暗く、あるいは明るい部屋で±３０度以上の視野角で、読み取り可能である。いくつかの
実施形態において、ディスプレイは、エネルギーを節約するために、ＢＰ、温度、または
ＳｐＯ2サイクルの完了、及び／または最後のキーパッド活動の後のユーザが設定した時
間に、ターンオフするようにされる。パワーボタン以外の任意のボタンの押下は、ディス
プレイをして、それがブランクであったときに持っていたコンテンツに回復させる。いく
つかの実施形態において、ＢＰサイクルの開始は、ディスプレイを、ｍｍＨｇもしくはｋ
Ｐａ単位のいずれかにおいて、増大するカフ圧を示すよう回復させる。いくつかの実施形
態において、温度読み取りの開始は、ディスプレイを、温度セルフチェックを示すよう回
復させる。いくつかの実施形態において、アイコンは、該器具の状態をユーザに示すため
に用いられる。
【００６８】
　該器具は、種々の指示を、ユーザに対して表示することができる。該ユニットは、接続
が活性であるという指示を表示する。該ユニットは、ストアされた患者“サイクル”また
は記録の数を表示する。該ユニットは、もし動きが、該ユニッに対し収縮ステップに切り
替わるよう力を与えるなら、該ユニットは、動き指示、および／または説明付きのエラー
コードを、表示する。該ユニットは、ディスプレイの状態領域において、説明付きの数字
エラーコードを表示する。該ユニットは、１０文字のデバイス識別子の表示を含む。もし
デバイス識別子が特定されなければ、これは日付を保持する。該ユニットは、患者ＩＤ、
または医療者ＩＤを、表示することができる。
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【００６９】
　該ユニットは、身長を、インチ、またはｃｍ単位で表示する。該デバイスは、体積指数
を計算し、表示する。該装置は、０から１０単位の痛みレベルを表示する。該装置は、１
から９９単位の１分間呼吸数を表示する。該ユニットは、オプション及びテキストメッセ
ージを表示するために、ナビゲーションボタンの近くにスクリーンの領域を保持する。
【００７０】
　キーパッド
　図５Ａは、その中に複数のボタンをもつキーパッド５００の図である。描かれた実施形
態において、キーパッド５００は、ＬＣＤ回路アセンブリ上に配置された５つのイソエラ
ストマーボタン５１０、５２０、５３０、５４０、５５０よりなる。キーパッドボタン５
１０、５２０、５３０、５４０、５５０は、現在の動作モードに依存して多数目的を果た
す。図５Ｂは、該装置が通常動作モードで動作しているときの、各ボタンの主な機能を記
述する。ボタン５１０は、トグルタイプスイッチであり、第１の押下で該器具への電源を
オンし、第２の押下でこれをオフする。ボタン５２０は、トグルタイプのスイッチで、第
１の押下で血圧測定をオンし、第２の押下でこれをオフする。ボタン５３０は、それが繰
り返し押されるにつれ、連続的にストアされた患者のデータセットを表示する。ボタン５
４０は、ナビゲーションボタンであり、指し示している装置の機能（またはコンピュータ
キーボード上の４つの矢カーソル）を与える。ボタン５５０は、マウスボタンのような、
選択、または活性化ボタンであり、ユーザに対し、現在ハイライトされている、または特
定されているコマンドを選択することを許す。
【００７１】
　ボタン５１０、５２０、５３０、５４０、５５０を用いて、オペレータは、携帯型生体
兆候測定器具の動作機能を調整することができる。
【００７２】
　オン／オフ
　ボタン５１０は、電源をオン及びオフする。起動に際しては、該ユニットは、パワーオ
ンセルフテスト（ＰＯＳＴ）を実施する。該セルフテストが成功裏に完了したときは、す
べてのディスプレイは、それらの通常機能を取り、該ユニットは動作準備状態にある。も
し、セルフテストが失敗すれば、エラー表示およびテキストメッセージが表示される。該
ユニットが電源オフされたときは、すべての保存されたＢＰサイクルデータは、不揮発性
メモリ内にセーブされる。
【００７３】
　ＢＰスタート／キャンセル
　ボタン５２０は、新しいＢＰサイクルを、もうすでに１つが進行中でなければ、開始す
る。もしボタンが、あるＢＰサイクルが進行中に押されたら、該サイクルは破棄され、カ
フ圧はただちに開放される。現在のサイクルについての破棄エラーメッセージが表示され
る。
【００７４】
　メモリリコールボタン
　もし、ボタン５３０が押されれば、ユニットは基本メモリモード－最終メモリサイクル
を表示し、かつ、すべての利用可能なサイクルを通してスクロールを行う手段を与える。
ボタンを再度押すと、該ユニットは進んだメモリモードを表示し、そこでは、すべての記
録がテーブルモードで表示され、ユーザは、タイムスタンプまたは患者ＩＤによりソート
をすることができる。ボタンをもう一度押すと、ユーザをメイン臨床画面（“ダッシュボ
ード”とも呼ばれる）に戻すことになる。
【００７５】
　ナビゲーションボタン
　ボタン５４０は、ユニットにより表示された選択オプションと通してナビゲーションす
るのに用いられる。
【００７６】
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　セレクトボタン
　ボタン５５０は、ナビゲーションウインドウにおいてユニットによって表示されるオプ
ションを選択するのに用いられる。
【００７７】
　内部構成設定（Ｂｉｏｍｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｍｏｄｅ）
　構成モードは、エンドユーザの不注意な活性化によって容易にはアクセスされない。構
成モードにおいて電源が入った時、ユニットは、パワーオンセルフテスト（ＰＯＳＴ）を
実行する。該セルフテストが成功裏に完了したときは、ディスプレイは、それらの構成モ
ード機能をオンし、ユニットは、動作準備状態にある。もしセルフテストが失敗すれば、
エラー指示、及びメッセージが表示される。構成モードにおいては、すべての臨床パラメ
ータはディスエーブルされ、操作者はユニット上で以下の機能を行うことができる：
【００７８】
　該器具は、その状態および／または該ユニットにおいて利用可能な構成要素についての
種々の情報を、ユーザに対して表示することができる。該器具は、すべてのユニット構成
要素のＳ／Ｗ改訂数を表示することができる。該器具ユーザは、該ユニットの校正を、現
在のカフ圧を表示することによってチェックすることができる。該器具は、ハードウェア
バージョン、製造モデル番号、製造シリアル番号、バッテリ電圧、及び血圧ライフサイク
ルを表示することができる。
【００７９】
　ユーザは、月、日及び年を、選択し、調整することができる。該ユーザは、個々の日付
要素を、増大させ、および減少させることができる。該デバイスは、うるう年を考慮に入
れた上で、有効でない日付に対する調整を許すことはない。ユーザは、電源オンするステ
ップを繰り返す必要なしに、時間を変更する多くの機会を持っている。ユーザは、時間、
及び分を選択し、調整することができる。ユーザは、個々の時間要素を、増大させ、及び
減少させることができる。該デバイスは、有効でない時間への調整を許すものではない。
該ユーザは、電源をオンするステップを繰り返す必要なしに、時間を変更する多くの機会
を持っている。
【００８０】
　ユーザは、該ユニットがオートセーブモードにある時、ＳｐＯ2が永久に表示をオフし
てしまう前の時間量を設定することができる。該時間は、１分刻みの増加で０分から５分
までに、選択することができる。デフォルト値は２分に設定されている。マニュアルセー
ブモードは、ＳｐＯ2が、操作者によって受け入れられることを要求する。
【００８１】
　該ユーザは、パワーダウンを始めるタイムアウト時間を、１分刻みの増加で１分から６
０分までの範囲で変更することができる。デフォルト時間は３０分に設定されている。
【００８２】
　ＳｕｒｅＴｅｍｐ　Ｐｌｕｓについては、オペレータは、咽頭、幼児の腋の下、もしく
成人の腋の下を、プリセットとして選択することができる。一つの実施形態においては、
咽頭はデフォルトモードである。ＳｕｒｅＴｅｍｐ　Ｐｌｕｓ、またはＢｒａｕｎについ
ては、操作者は、温度ディスプレイユニットとして、華氏（°Ｆ）または摂氏（°Ｃ）の
いずれかを、選択することができる。°Ｆが、デフォルトモードである。
【００８３】
　ユーザはまた、無線の物理アドレス、およびネットワーク識別子を特定する、あるいは
見ることができる。ユーザはまた、プリンターのアドレス、または重量スケールを、デバ
イスの発見のためにかかる時間を低減するために、もしそのようなデバイスのアドレスが
わかれば、入力することができる。
【００８４】
　一つの実施形態において、単一のネットワーク上で動作しているすべてのＷｉ－Ｆｉユ
ニットは、同じＳＳＩＤを持っている。ユーザは、Ｗｉ－ＦｉアクセスポイントＳＳＩＤ
を設定することができる。
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【００８５】
　ユーザはＷｉ－Ｆｉ１２８ビット暗号化キーを設定することができる。単一ネットワー
ク上で動作するすべてのＷｉ－Ｆｉユニットを、同じ暗号化キーを持つように設定する必
要がある。
【００８６】
　該ユーザは、Ｗｉ－Ｆｉチャンネルを設定することができる。単一ネットワーク上で動
作するすべてのＷｉ－Ｆｉユニットを、同じチャンネルを持つように設定する必要がある
。デフォルトチャネルは、１１に設定される。
【００８７】
　ユーザは、配置特定子を設定することができる。ユーザは、ユニットの位置を特定する
ことができる。もしユニット配置のためのメモリ配置が空であれば、該ユニットは、日付
を表示する。
【００８８】
　ユーザは、重さをイネーブル、あるいはディスエーブルすることができ、かつ、高さを
イネーブル、あるいはディスエーブルすることができる。
【００８９】
　ユーザは、メモリモードを設定することができる。一つの実施形態においては、自動メ
モリモードが使用される。ユニットは、パラメータ読み取りの間の設定された時間長が徒
過する前に、連続して測定されるパラメータをメモリ内に自動的にセーブする。前記設定
された時間長は、３０秒ごとの増分で０から５分であり、そののちは、１分ごとの増分で
１０分までである。もしユニットがパワーダウンするための設定時間長が、サイクルをメ
モリ内に自動的にセーブするための時間よりも短ければ、該ユニットは、まずサイクルを
セーブし、その後に、パワーダウンする。
【００９０】
　一つの実施形態において、マニュアルメモリモードが用いられる。ユーザは、各パラメ
ータを受け入れ、最後に各サイクルにセーブすることを選択しなければならない。しかし
ながら、もしユーザが該サイクルをセーブしなければ、ユニットは、設定時間長が徒過す
る前に測定されたパラメータをメモリ内に自動的にセーブする。前記設定時間長は、３０
秒刻みの増加で０分から５分であり、そののちは１分刻みの増加で３０分までである。も
し、ユニットがパワーダウンするための設定時間長が、該ユニットがサイクルをメモリ内
に自動的にセーブするための時間よりも短ければ、該ユニットはまず該サイクルをセーブ
し、その後にパワーダウンする。デフォルトのメモリモードは、自動モードである。
【００９１】
　ユーザは、セーブ時間長を設定することができる。
【００９２】
　該ユーザは、デフォルト値を設定することができる。血圧（ＢＰ）ユニットは、ｍｍＨ
ｇからｋＰａに切り替えられる；デフォルトはｍｍＨｇである。重さユニットは、ｌｂか
らｋｇに切り替えられる；デフォルトは、ｌｂである。高さユニットは、ｉｎからｃｍに
切り替えられる；デフォルトは、インチである。ＭＡＰ計算は、オン／オフを切り替えら
れる；デフォルトモードは、オフである。要求医療者ＩＤは、オン／オフを切り替える；
デフォルトは、オフである。要求患者ＩＤは、オン／オフを切り替えられる；デフォルト
は、オフである。要求呼吸レートは、オン／オフを切り替えられる；デフォルトは、オフ
である。要求痛みレベルは、オン／オフを切り替えられる；デフォルトは、オフである。
要求ＢＭＩは、オン／オフを切り替えられる；デフォルトは、オフである。
【００９３】
　パワー／充電器ＬＥＤ
　一つの実施形態において、パワーＬＥＤは、携帯型生体兆候測定器具のオン／オフ状態
の視覚的指示を与える。充電器ＬＥＤは、携帯型生体兆候測定器具が、充電器に差し込ま
れているか、およびバッテリが充電中、あるいは充分に充電されているか、の視覚的指示
を与える。
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【００９４】
　プリンター
　携帯型生体兆候測定器具は、任意の外付けプリンターを使用する。該プリンターとの通
信は、双方向性（すなわち、携帯型生体兆候測定器具からプリンターへ、およびプリンタ
ーから携帯型生体兆候測定器具へ）で、直列であり、かつ、外付けプリンターのソフトウ
ェア／ハードウェアインタフェースを使用する。通信は、ハードウェアＵＡＲＴを用いて
実施される。いくつかの実施形態において、携帯型生体兆候測定器具は、任意に、あらか
じめ構成されたＨａｎｄ Ｈｅｌｄ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ’ ＩｍａｇｅＴｅａｍ線形バーコ
ードスキャナーを使用する。携帯型生体兆候測定器具と、バーコードスキャナーとの間の
通信は、一方向性（バーコードスキャナーから携帯型生体兆候測定器具へのみ）で、直列
であり、かつ携帯型生体兆候測定器具通信規格において定義されたソフトウェアインタフ
ェースを使用している。通信は、ハードウェアＵＡＲＴを使用して実施される。
【００９５】
　ＲＳ－２３２シリアルインタフェースホスト／バーコード
　一つの実施形態において、ＲＳ－２３２シリアルインタフェースは、ホストＰＣ、ある
いはバーコードスキャナーのいずれかに対する接続を与える。該インタフェースは、ＰＣ
およびバーコードスキャナーの使用と互換性のあるピン配置を用いたＤＢ－９Ｆコネクタ
よりなる。通信は、ＵＡＲＴハードウェアを用いて実施される。該ユニットは、ユーザに
対し接続状態を示すことができる。
【００９６】
　ホスト
　携帯型生体兆候測定器具と、ＰＣホスト間の通信は、ウェルチアリン共通通信インタフ
ェースＳＮＩＦＦプロトコル、ＶＳＭシリアル通信プロトコル（“スポットウルトラチェ
ックデバイスシリアル通信規格”）、及びウェルチアリンＷＡＣＰ通信プロトコル、及び
ＣＯＯＡ規格を用いて、双方向性である。携帯型生体兆候測定器具は、工場テスト、及び
モデュールプログラミングの目的のために、ＰＣホストと、ＮＩＢＰモデュール間の通信
を、シームレスな態様で扱う責任を追っている。
【００９７】
　バーコードスキャナー
　携帯型生体兆候測定器具と、あらかじめ構成されたＨａｎｄ　Ｈｅｌｄ　Ｐｒｏｄｕｃ
ｔｓ　Ｉｍａｇｅ　Ｔｅａｍ　１－Ｄｌｉｎｅａｒバーコードスキャナー間の通信は、こ
こで記されたように、サポートされている。他の実施形態においては、例えば２－Ｄバー
コードスキャナーまたはリーダ等の、他のタイプのハンドヘルド光学リーダを用いること
ができる。
【００９８】
　ＵＳＢ１．１デバイスインタフェース
　携帯型生体兆候測定器具は、ホストＰＣへの接続のための、ＵＳＢ２．０，１.１サブ
セット認証デバイスインタフェースを与える。該インタフェースは、標準ＵＳＢミニＢコ
ネクタよりなる。通信は、ＭＸＬの内部ＵＳＢデバイスコントローラを用いて行われる。
携帯型生体兆候測定器具と、ＰＣホスト間の通信は、Ｗｅｌｃｈ　Ａｌｌｙｎ　Ｃｏｍｍ
ｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ＳＮＩＦＦプロトコル、Ｖ
ＳＭシリアル通信プロトコル、Ｗｅｌｃｈ　Ａｌｌｙｎ　ＷＡＣＰ通信プロトコル、及び
ＣＯＯＡ規格を用いて、双方向性である。
【００９９】
　ＲＳ－２３２シリアルインタフェースプリンター
　いくつかの実施形態において、第２のＲＳ－２３２シリアルインタフェースは、外部プ
リンターへの接続を与える。該インタフェースは、ＲＪ－４５　６－ピンコネクタよりな
る。
　通信は、ハードウェアＵＡＲＴを用いて実施される。携帯型生体兆候測定器具とプリン
ターとの間のこのインタフェースを介した通信は、ここで記されたように実施される。
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【０１００】
　ワイヤレス
　一つの実施形態において、該携帯型生体兆候測定器具は、ＩＥＥＥ８０２．１１Ｂに則
ったＯＥＭモデュールを用いた、８０２．１１ｂワイヤレスインタフェースを与える。８
０２．１１Ｂ　ＯＥＭモデュールへの電力は、該携帯型生体兆候測定器具により制御可能
である。携帯型生体兆候測定器具と、８０２．１１　ＯＥＭモデュールとの間の通信は、
双方向性（すなわち、８０２．１１　ＯＥＭモデュールから携帯型生体兆候測定器具へ、
および携帯型生体兆候測定器具から８０２．１１　ＯＥＭモデュールへ）であって、直列
であり、８０２．１１　ＯＥＭモデュールのソフトウェアインタフェースに従って実行さ
れる。
　通信は、ハードウェアＵＡＲＴを用いて実施される。もし、シリアル通信リンク以外の
通信チャネルが、たとえば、並列通信、イーサネット（登録商標）通信、または１Ｍｂｐ
ｓまでの高速シリアル通信を用いて、携帯型生体兆候測定器具と、８０２．１１　ＯＥＭ
モデュールとの間で用いられれば、より高いデータレートが可能である。８０２．１１ｂ
ワイヤレスインタフェースは、ホストＰＣ、またはサーバに対する接続を与える。携帯型
生体兆候測定器具と、ＰＣホストまたはサーバとの間の通信は、Ｗｅｌｃｈ　Ａｌｌｙｎ
　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ＳＮＩＦＦ，　
Ｔｈｅ　ＶＳＭ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ＰＲＯＴＯＣＯＬ,　
Ｗｅｌｃｈ　Ａｌｌｙｎ　ＷＡＣＰ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ＰＲＯＴＯＣＯＬ
,及びＣＯＯＡ規格を使用して、双方向的である。
【０１０１】
　外部充電器
　内蔵充電器は、外部の医用グレード充電器により、充電される。携帯型生体兆候測定器
具ハードウェア及びソフトウェアは、許される充電の速度、および程度を制御し、バッテ
リ充電の状態、及び外付け充電器への接続状態についての、視覚的キューを与える。
【０１０２】
　ＭＭＣ／ＳＤ
　該携帯型生体兆候測定器具は、コンプライアンステスト、及び検証において、ＮＩＢＰ
　ＭＯＤ　Ｆのアルゴリズム開発において使用されるデータを集めるための機械読み取り
可能メモリとして、Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ（ＳＤ）Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄを用
いることができる。
【０１０３】
　図６は、携帯型生体兆候測定器具の実施形態の一般的なソフトウェアモデュール６００
の、ソフトウェアアーキテクチャーを図示する図である。該携帯型生体兆候測定器具のソ
フトウェアアーキテクチャーは、擬似オブジェクト向けデザインモデルに基づいている。
オブジェクト向けプログラミングはよく知られたプログラミング方法であり、ここでは詳
細には記述しない。たとえば、Ｐｅｔｅｒ　Ｃｏａｄ、及びＪｉｌｌ　Ｎｉｃｏｌａによ
り、１９９３年にＰｒｅｎｔｉｃｅ　Ｈａｌｌ　ＰＴＲにより出版されたObject-Oriente
d Programming,を見てください。ソフトウェアモデュール６００、あるいは“オブジェク
ト”の各々は、収容されたデータ６０５ および機能オブジェクト及びヘルパー機能６１
０、６１５、および制御された態様でデータにアクセスする、あるいは機能性を操作する
“方法”よりなる。多くのモデュールは、主要な機能性を実施する、かつ、オペレーティ
ングシステムインタフェース６２０を用いてＲＴＯＳと通信する、１またはそれ以上のＲ
ＴＯＳスレッドを含む。スレッドはタスク６２５として動作する。スレッド間の通信は、
通常、メッセージまたはセマフォアをもってなされる。（セマフォアを用いて）メッセー
ジを通過させること、およびイベントの発生をしらせることは、一般に各モデュール内に
収容されており；外部からのアクセスは、ヘルパー機能によってなされる。要求されるよ
うに、オブジェクト６００は、ハードウェアインタフェース６３０を用いてハードウェア
と相互作用することができる。オブジェクト向けデザインの多くのゴールは、正規のＣコ
ンパイラのみを用いて、これらのガイドラインに従って達成されることができる。 



(34) JP 2008-526367 A 2008.7.24

10

20

30

40

50

【０１０４】
　スレッドＸ実時間カーネルの実施
　携帯性を容易にするために、比較的小さいサブセットの利用可能なスレッドＸサービス
が利用される。１つの実施形態においては、ただプリエンプトするスレッドスケジューリ
ングが使用される。これは、２つのスレッドは同じ優先性を持たないことを意味する。安
定なスレッドのみが用いられる。それらの充分な可能性まで使用されるカーネルオブジェ
クトは、スレッド、セマフォア、メッセージキュー、メモリ分割、ミューテックス、およ
びタイマーである。どのスレッドも終端されない。ミューテックス（または相互に排他的
なオブジェクト）は、多数のプログラムスレッドをして、ファイルアクセス等の、同じリ
ソースを、順次的に、しかし同時にではなく、シェアすることを許すプログラムオブジェ
クトである。プログラムがスタートするとき、ミューテックスは、ユニークな名前をもっ
て作られる。この段階ののち、リソースを必要とする任意のスレッドは、ミューテックス
を、それがリソースを使用している間は、他のスレッドから、ロックしなければならない
。該ミューテックスは、データが最早必要でないとき、あるいは、ルーティーンが終了し
たときには、アンロックするようセットされる。
【０１０５】
　携帯型生体兆候測定器具は、多数スレッドする態様で動作する。該携帯型生体兆候測定
器具は、血圧サイクル測定、温度測定、及びＳｐＯ2モニタの実行を、同時に行うことを
許す。該携帯型生体兆候測定器具は、外部ホストＰＣと、ＲＳ２３２シリアル、ＵＳＢ、
及び８０２．１１ｂワイヤレスインタフェースの任意のものを介して、任意の進行中の生
体兆候測定をもって、同時に通信することができる。それは、ユーザインタフェースを介
してユーザ相互作用に応答するものである。それは、その環境が正確な測定と患者の安全
の両方をサポートすることができることを保障するために、それ自身の動作パラメータを
モニタする。該携帯型生体兆候測定器具ソフトウェア内で、一つのサブシステムから一つ
またはそれ以上の受信しているサブシステムへのイベントの通過は、各受信しているサブ
システムについて一つのメッセージキューを用いて起こる。
【０１０６】
　図７は、システムモデュールを含む携帯型生体兆候測定器具ソフトウェア７００の、携
帯型生体兆候号測定器具のハードウェアとの外部インタフェースを介しての相互作用を図
示する図である。スタートアッププロセスは、図７のすべてのモデュールと相互作用する
。
【０１０７】
　ユーザインタフェースモデュール
　該ユーザインタフェース（ＵＩ）モデュール７０２は、キーパッド７０２Ａからのボタ
ン押下を扱い、かつ、デバイスの動作における変更のための他のソフトウェアモデュール
からの要求を処理する責任を有する。該ＵＩ７０２は、該デバイスのための主な制御モデ
ュールであり；他のソフトウェアモデュールにより使用される公共機能の拡張したセット
を与える。それは、現在のシステム状態および状態の変化を起こし得るイベントに基づき
、システム状態の追跡を保つ、かつ、それを変更する状態マシーンとして動作する。
【０１０８】
　通信モデュール；ＲＳ２３２通信、ＵＳＢ通信、無線通信
　ＲＳ２３２（ＲＳ２３２通信７０４）、ＵＳＢ（ＵＳＢ通信７０６）、及びワイヤレス
（無線通信７０８）のための通信モデュールは、該デバイスと、ＰＣ等の外部デバイスと
の間での、同時に起こる態様でのすべての通信を扱う。該ＲＳ２３２通信７０４は、ＲＳ
２３２ハードウェア７０４Ａと双方向性で通信し、あらかじめ構成されたバーコードスキ
ャナーハードウェア７０４Ａからのデータを受け取る。ＵＳＢ通信７０６は、ＵＳＢハー
ドウェア７０６Ａと双方向性で通信する。ワイヤレス通信７０８は、ワイヤレスハードウ
ェア７０８Ａと双方向性で通信する。モデュール７０４，７０６、７０８は、受信したコ
マンドを処理し、サポートされたコマンドにしかるべく応答する。もしコマンドがデバイ
スによってサポートされておらず、フラグを通ってコマンドパスがセットされていれば、
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該コマンドは、処理のための出力先を、ＮＩＢＰモデュール７１０、およびＮＩＢＰモデ
ュールＦ７１０Ａに、変更する。該デバイスは、そののち、該コマンドに対するＮＩＢＰ
モデュールの応答を、該コマンドを始めた外部デバイスに返す。該通信モデュール７０４
、７０６、７０８は、Ｗｅｌｃｈ　Ａｌｌｙｎ　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎｓ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ＳＮＩＦＦ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ,　Ｔｈｅ　ＶＳＭ　Ｓｅ
ｒｉａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ＰＲＯＴＯＣＯＬ,及びＷｅｌｃｈ　Ａｌｌ
ｙｎ　ＷＡＣＰ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、及びＣＯＯＡ規格
で処理を行うことができる。
【０１０９】
　ＮＩＢＰモデュール
　ＮＩＢＰモデュール７１０は、ＮＩＢＰ　Ｍｏｄｕｌｅ Ｆサブシステムと通信し、か
つＮＩＢＰモードを、モニタし、制御する責任がある。
【０１１０】
　タイムモデュール
　タイムモデュール７１２は、１０ｍｓチックタイマー、１秒及び２秒のフラッシュタイ
マー、及びシステムタイマーを含む種々のデバイスタイマーを維持する。それは、ハード
ウェアＲＴＣ７１２Ａハードウェアタイマーを、１０ｍｓ間隔で追い出す。
【０１１１】
　ディスプレイモデュール
　ディスプレイモデュール７１４は、図４に記述されたＬＣＤディスプレイのような、Ｌ
ＣＤハードウェアデバイス７１４Ａと通信する。該ディスプレイモデュール７１４は、Ｌ
ＣＤ７１４Ａ上の、収縮期及び拡張期の血圧、心拍数、ＳｐＯ2％及びプレス、及び体温
、ばかりでなく（心臓、サーモメータプローブ等の）個々のシンボルを、ＬＣＤ７１４Ａ
上に、主フィールドのいずれかに表示する表示を更新する能力をもつ。それはまたすべて
のＬＣＤピクセルを、単一メッセージにより、ターンオン、またはオフする能力を与える
。
【０１１２】
　ビーパーモデュール
　ビーパーモデュール７１６は、音声発音ハードウェア７１６Ａに対する制御されたアク
セスを扱う。それはたとえば、異なる音、異なる信号パターン、及び／または、異なる信
号強度（例えば音量）、の種々の異なるタイプの発音出力を与える。
【０１１３】
　測温計モデュール
　測温計モデュールであるＬａＪｏｌｌａモデュール７１８およびＢｒａｕｎモデュール
７２０は、どのオプションがインストールされているかに依存して、ＳｕｒｅＴｅｍｐ（
登録商標）Ｐｌｕｓ　ＯＥＭハードウェア７１８Ａサブシステム、またはブラウンＰｒｏ
４０００ハードウェア７２０Ａのいずれかとその結合するクラドルの手段により通信し、
かつ測温計のモードをモニタし制御する責任を有する。
【０１１４】
　プリンターモデュール
　プリンターモデュール７２２は、外付けサーマルプリンター７２２Ａに対するプリント
すべきとの要求を処理する責任を持つ。プリンターモデュール７２２は、要求されるよう
な、種々の印刷選択および出力のフォーマット化を、取り扱う。
【０１１５】
　ＳｐＯ2モデュール
　Ｎｅｌｌｃｏｒ ＭＰ５０６ＳｐＯ2モデュール７２４は、ＯＥＭ ハードウェアモデュ
ール７２４Ａとの通信を取扱い、Ｍａｓｉｍｏ ＭＳ１１ ＳｐＯ2モデュール７２６は、
Ｍａｓｉｍｏ ＯＥＭ ＳｐＯ2ハードウェアモデュール７２６との通信を、いずれのオプ
ションがインストールされたかに依存して取り扱う。該モデュール７２４、７２６は、ハ
ードウェアモデュールからのデータストリームを獲得し、データを解析し、結果生じるデ
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ータをＳｐＯ2データレコードにフォーマット化する。モデュール７２４、７２６はまた
、ＳｐＯ2％に対するアップデート要求を発光し、ディスプレイモデュール７１４にプレ
スする。該モデュール７２４、７２６はまた、ＳｐＯ2センサーエラー検出、及び通知を
取り扱う。
【０１１６】
　バッテリ／充電モニタモデュール
　バッテリ／充電モニタモデュール７２８は、充電器７２８Ａがプラグインされたか否か
を決定する；バッテリ充電のレートを測定する；バッテリボルテージレベルが低いかを決
定する；及びバッテリ／充電ＬＣＤアイコン及びＬＥＤディスプレイの状態を制御する責
任を持つ。
【０１１７】
　サービスモデュール
　図８は、サービスモデュールを含む、携帯型生体兆候測定器具ソフトウェア８００の、
携帯型生体兆候測定器具のハードウェア構成要素との相互作用を図解する図である。サー
ビスモデュールは、それらがＲＴＯＳスレッドを含まず、実際、１つのセットの公共ヘル
パー機能のみを含む点を除いて、システムモデュールに類似している。該サービスモデュ
ールは、他のサービスモデュール、またはシステムモデュールによって使用される１つの
セットのサービスを与える。スタートアッププロセスは、図８のすべてのモデュールに対
し、インタフェースする。
【０１１８】
　ＰＯＳＴモデュール
　ＰＯＳＴ（パワーオンセルフテスト）モデュール８０２は、ＰＯＳＴエラーをログし、
ＰＯＳＴエラーを読み、かつエラーログをクリアするサービスを与える。
【０１１９】
　イベントロガーモデュール
　イベントロガーモデュール８０４は、イベントをログする；イベントログを読み取る；
イベントログを消去する；イベントログをロックし、かつアンロックする；及びイベント
ログをＦＬＡＳＨメモリ８０４Ａ、及び/またはＲＡＭメモリ８０４Ｂへ書き込む、サー
ビスを与える。
【０１２０】
　不揮発性ストレージモデュール
　不揮発性ストレージモデュール８０６は、不揮発性ストレージから読み出し、書き込む
サービス、ばかりでなく、リードエラーの場合には、工場デフォルトを再ストアするサー
ビスを与える。これらのサービスは、ＦＬＡＳＨメモリ８０６Ａ上で実行され、かつ携帯
型生体兆候測定器具の構造において使用される。
【０１２１】
　ユーテリティモデュール
　ユーテリティモデュール８０８は、１６ビット及び３２ビット変数のバイト等のユーテ
ィリティサービスの基本セットを与える。例えば、Ｈ８プロセッサは、大エンディアンマ
シーン（書き込まれた第１ビットは、ＭＳＢを運ぶバイトであり、書き込まれた第２バイ
トは、ＬＳＢを運ぶ）であり、一方、ほとんどのＰＣホストは、小エンディアンである；
大エンディアンマシーンおよび小エンディアンマシーンが、データにアクセスするために
は、データは、該２つのエンディアンマシーンのうちの少なくとも１つに対して、再方向
付けされる必要がある。
【０１２２】
　フラッシュモデュール
　フラッシュモデュール８１０は、フラッシュメモリデバイス８１０Ａをプログラミング
するための１つのセットのサービスを提供する。
【０１２３】
　バージョン情報モデュール
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　バージョン情報モデュール８１２は、デバイスソフトウェアバージョン及び署名を含む
、デバイスに特定的な情報にアクセスするための１セットの機能を与える。
【０１２４】
　ＦＰＲＯＭモデュール
　ＦＰＲＯＭモデュール８１４は、フラッシュメモリ８１４Ａを再プログラミングする責
任を持つ。該ＦＰＲＯＭモデュール８１４は、通常のマスクＲＯＭブートローダを介して
すでにプログラムされているフラッシュメモリ８１４Ａをプログラミングする代わりの方
法を与える。該ＦＰＲＯＭモデュール８１４はまた、ＲＡＭメモリ８１４Ｂをプログラム
することができる。
【０１２５】
　システムの動作
　図９は、１つ、または複数の携帯型生体兆候測定器具９０２、９０４，９０６と、サー
バ９１０との間の通信の流れの実施形態を示す模式図９００である。図９において、サー
バ９１０は、動作可能であって、少なくとも一つの８０２．１１ｂワイヤレスインタフェ
ースプロトコルに従って動作する少なくとも１つの通信アクセスポイントを持つ情報サー
バである。病院等のある設定において、サーバ９１０に接続された複数の８０２．１１ｂ
ワイヤレスインタフェースアクセスポイントがある。携帯型生体兆候測定器具９０２は、
サーバアクセスポイントをその近傍に発見するよう試みることにより通信セッションを開
始し、そしてこれにより、サーバ９１０と通信セッションを始める。この最初の試みは、
矢印９２０で指示されている。サーバ９１０を発見する最初の試みにおいて、携帯型生体
兆候測定器具９０２は、セッションを開始する要求であると解釈されるペイロードを含む
メッセージを送信する。該サーバ９１０は、適切にフォーマット化された初期メッセージ
に対し、矢印９２２で示される応答メッセージのペイロードとして委任を送ることにより
応答する。１つの実施形態における該委任は、“公開鍵暗号化”システムを用いて暗号化
された委任メッセージであり、それについて、該携帯型生体兆候測定器具は、復号化アル
ゴリズムを与えられている。各機能は、それ自身の暗号化および復号化方法を、たとえば
、該機能のすべての携帯型生体兆候測定器具９０２，９０４，９０６およびすべてのサー
バ９１０に対して設けられたすくなくとも１つの１２８ビットキーを用いて、調整するこ
とができる。通信の暗号化に加えて、ＨＩＰＡＡの要件が満たされていることを確実にす
るために、ある携帯型生体兆候測定器具９０２を用いる個人の委任タイプまたはレベルを
特定する条項がある。一度、特定の携帯型生体兆候測定器具９０２サーバ９１０により委
任を与えられると、該サーバ９１０は、前記携帯型生体兆候測定器具９０２がサーバから
要求することができるサービスを列挙する情報をペイロード情報として含むメッセージ９
２４を送る。サーバ９１０との双方向性通信を成功裏に打ち立てて、該携帯型生体兆候測
定器具９０２は、サーバ９１０に情報を通信し、かつ、サーバ９１０から情報を受ける。
該用語情報は、広く解釈されるべきであり、データ、コマンド、コンピュータプログラム
またはファイル、及び通信の一時停止、または再開が、あるいは、メッセージ、またはそ
の一部が、繰り返されるべきである、時間信号が与えられるべきである、ことを要求する
信号、または該システムの適切な動作を確保するために必要な、他の信号、当の通信の問
い順序に関係する信号のいずれをも含むことができる。図９に示されるように、いくつか
の実施形態において、複数の携帯型生体兆候測定器具９０２、９０４、９０６は、サーバ
９１０と同時に通信することができる。これは、実質的に瞬時であると人によって感知さ
れる時間間隔において、携帯型生体兆候測定器具９０２、９０４、９０６のいずれかは、
たとえ、携帯型生体兆候号測定器具９０２、９０４、９０６のうちの他のものがまた、サ
ーバ９１０と通信していても、情報を送り、あるいは受けることができることを意味する
。
【０１２６】
　動作において、該携帯型生体兆候測定器具９０２は、患者を特定する情報、およびなさ
れた測定およびその結果に関係する情報を含み、１またはそれ以上の患者遭遇に関する情
報を、送ることができる。サーバ９１０は、該情報をアクノリッジすることができる。該
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携帯型生体兆候測定器具９０２は、それが送った情報がサーバ９１０により受信され記録
されたことのアクノリッジを受けたときは、該携帯型生体兆候測定器具９０２は、局所的
のストアされた情報を削除し、メモリスペースを他の患者に遭遇したときの使用のための
自由にすることを再請求することができる。
【０１２７】
　図１０は、複数の携帯型生体兆候測定器具９０２、９０４と、サーバ９１０との間の契
約およびその公開プロセスの実施形態である。図１０に示されるように、一つまたはそれ
以上の携帯型生体兆候測定器具９０２、９０４が、サーバ９１０によって提供されるサー
ビスに対し契約をすることができる。契約することは、サーバが提供する特定のサービス
（たとえば、床の上にいる患者のために、患者同定情報のリストを提供すること）を利用
することを意味し、かつ、契約は、顧客の携帯型生体兆候測定器具９０２と、サーバ９１
０が、有効な接続チャネル上で通信しており、矢印１０１２および１０１４で示されてい
るようであれば、維持されることができる。サーバ９１０は、矢印１０２２、１０２４で
示されるように、携帯型生体兆候測定器具９０２，９０４に対して、“公開する”ことを
行い、これは、携帯型生体兆候測定器具９０２、９０４に対して、情報、プログラム、ユ
ーザインタフェースソフトウェア、及び携帯型生体兆候測定器具９０２、９０４の動作に
、またはそれらのユーザの便宜に役立つ他の情報（ｍａｔｅｒｉａｌ）の更新を送信する
。いくつかの実施形態において、現在の患者コンテクスト、または、患者、医者、及び／
またはスタッフのリストｔｏｕ等の、利用可能とされる情報、またはサービスを記述する
ための定義言語は、従来のプログラミング言語を用いて提供することが出来る。
【０１２８】
　電力／再充電要件
　該デバイスは、ユーザが取り替え可能である再充電可能バッテリより電力を与えられる
。ひとつの実施形態において、該バッテリは、充分に負荷されたユニットにつき、１充電
あたり最小１００の代表的ケース読み取り；充分に負荷されたユニットにつき、１充電あ
たり最小６０のより悪いケース読み取り；１２時間の最大バッテリ再充電時間；可視バッ
テリ充電レベルインディケータ、可視充電インディケータ、可視パワーインディケータ、
および自動シャットオフの前のバッテリ故障の警告をもつ。
【０１２９】
　変圧器は、病院内の患者領域での動作のためのすべての適用可能な標準を満たすことが
認証されている。適切な充電ケーブルが設けられている。該デバイス上への充電コンタク
トの配置は、動作のデスクトップ、壁掛け、および可動スタンド構造のいずれをも許す。
変圧器に対するパワーケーブルを安全にする任意の手段があり、これは、電力コードおよ
び変圧器を、単一ピースであるように見せる。
【０１３０】
　データストレージ要件
　該携帯型生体兆候測定器具は、５０人ほどの患者の生体兆候のサイクル記録を保存する
。１つのサイクル記録は、任意に、単一患者遭遇のための、測定されたパラメータ読み取
り、マニュアルデータ入力（たとえば、呼吸）、タイムスタンプ情報、臨床者ＩＤ、およ
び患者ＩＤのすべてを含む。患者記録は、たとえば、不揮発性メモリ内に、パワーサイク
ルを通して（例えば、ユニットが再充電されているそのような時間の間に）保存される。
【０１３１】
　通信
　該デバイスは、アンテナを備えたＷｉＦｉ無線ラジオ（内部にでも、外周部としてでも
）を含み、８０２．１１Ｂ規格を満たすものである。代表的な範囲は、閉じられた環境内
（～四方壁など）では、８０フィートであり、視界の開けたオープンスペースでは２００
フィートである。スループットは、最大７００ｋｂｓに制限されている。デバイスの発見
は、３０秒以内に起こる。ＵＳＢ１．１のスレーブ通信、及び２つのＲＳ２３２コネクタ
が設けられている。
【０１３２】
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　コンピュータインタフェース
　該デバイスは、コンピュータ制御診断、校正、工場プログラミング、エンドユーザとの
インタフェースを有効とするために、アクセス可能なインタフェースポートを備えている
。このポートは、コンピュータに接続する等、ユーザオプションで利用されるものと同じ
ものである。ひとつの実施形態において、インタフェースポートは、８データビット、１
スポットビット、ノーパリティービットを用いて、９６００ボーで送信することが出来、
かつ送信および受信データラインは、ＥＳＤに対して、かつ電圧に対し保護されている。
【０１３３】
　セーフティテスト
　該携帯型生体兆候測定器具は、ＵＬ６０６０１－１（ＵＳＡ）、ＥＮ６０６０１－１、
＋Ａ１、＋Ａ２、ＩＥＣ６０６０１－１－２、ＩＥＣ６０６０１－１－４（ヨーロッパ、
アジア）、ＣＳＡ２２．２♯６０１－１（カナダ）、及び３２００ＡｐｐｅｎｄｉｘＺ（
オーストラリア）を含む、医療環境内で用いられるすべての国際安全基準を満たしている
。
【０１３４】
　最大カフ圧検出
　該携帯型生体兆候測定器具は、決して３００ｍｍＨｇを超えないように、最大カフ圧の
限界を設けている。２０から３００ｍｍＨｇの間のデバイス読み取りは、“読み取り値が
、＋／－３ｍｍＨｇ以上、参照基準により示される圧力と異ならない”ものであり、ＣＥ
Ｎ１０６０－３の規定を満たしている。
【０１３５】
　残留圧力検出
　該デバイスは、カフ圧が５分以上にわたって１０ｍｍＨｇ以上に、あるいは、３分にわ
たって１５ｍｍＨｇ以上に、維持されないことを保証するために、残余圧力検出モデュー
ルを組み込んでいる。
【０１３６】
　カフ収縮
　容易にアクセスできる、かつ明確にラベルされたカフ収縮モデュールは、カフを手動で
収縮させることを許す。該カフ収縮モデュールは、５００ｍｌのキャビティ内の圧力を、
２６０ｍｍＨｇから１５ｍｍＨｇまで、１０秒未満で減少させることができる。
【０１３７】
　可聴エナンシエータ
　該デバイスは、それが任意のパラメータの測定を完了したときを、ユーザに通知する。
【０１３８】
　限界、および耐性
　測定範囲
　該デバイスは、上記でアウトラインした測定範囲上で、および特定された動作環境限界
上で、以下の正確さを維持する。
【０１３９】
　血圧耐性
　該デバイスは、ＡＡＭＩによりアウトラインされた正確性の規格を満たしている。ＡＡ
ＭＩ正確性要件は、ＡＡＭＩ臨床評価プロトコルを介した臨床評価によって確認される。
該デバイスは、小児患者についての測定を許す；しかしながら、該デバイスは、新生児に
ついては、使用されるように設計されていない。該デバイスは、最小範囲１２．４ｃｍの
小さい子供用カフをサポートしている。該デバイスは、２９日以上の子供に用いられる。
該デバイスは、細い腕運動にかかわらず、正確な血圧を得ることができる（ＣＶＳＭ動き
耐性と等価か、これより良い）。該ユニットは、１／３（ｓｙｓ－ｄｉａ）＋ｄｉａと等
価な計算されたＭＡＰを与える。
【０１４０】
　パルスレートは、もし、ＢＰから、かつ、ＳｐＯ2からでなく測定されれば、収縮期圧
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と拡張期圧との間の平均実ハートレートの５％以内の許容範囲内で測定される。ＳｐＯ2

決定を用いて測定されるハートレート正確さは、３ｂｐｍである。
【０１４１】
　体温は、実際の患者温度の０．２°Ｆの正確さで測定される。
【０１４２】
　ＳｐＯ２－ＭａｓｉｍｏまたはＮｅｌｌｃｏｒ
　７０％～９９％の範囲内でのＳｐＯ2読み取りは、３％以内に正確である。
【０１４３】
　トキシティ、およびバイオコンパティビリティ
　該携帯型生体兆候測定器具に組み込まれている、すべての患者接触材料は、生体適合性
について調査される。全ての生体適合性評価は、ＩＳＯ１０９９３－１で調べられ、かつ
、携帯型生体兆候測定器具のＤＨＦ内に文書化されている。
【０１４４】
　可動スタンド
　該可動スタンドは、携帯型生体兆候測定器具の産業デザインに適合し、かつ清掃、傾斜
等のすべての代理人／規制的要件に適合する。一つの実施形態において、国際的要求を満
たすために、５輪ベースが提案される。組み込まれたバスケットは、アクセサリ（例えば
、カフアセンブリー、ＳｐＯ2アクセサリ、および検温アクセサリ）用のストリッジを与
える。
【０１４５】
　接続された体重計
　ひとつの実施形態において、体重計は、ＲＳ２３２ケーブルによって接続された独立型
である。いくつかの実施形態において、測定範囲は、０－６００ｌｂデジタルをもち、か
つ重さ単位を、ｋｇ、またはｌｂｓで表示することが出来る。いくつかの実施形態におい
て、重さ表示は、リアルタイムの読み取りを与え、かつ５秒以内に安定する。体重は、全
範囲にわたり、＋／－０．２ｌｂｓ程度の正確性を有する。好ましくは、該ユニットは、
１５”×１２”×２”を超えない寸法を持ち、かつ２０ポンドの重さをもつ。
【０１４６】
　デュアルルーメンカフ
　ＵＳ向けの携帯型生体兆候測定器具には、唯一つの成人用ブラダーレスカフが備えられ
ている。ＥＭＥＡ向けのユニットは、三つのカフを備えて出荷されている。アジア向けの
ユニットは、２つのカフ（小さい大人、および大人）を持つであろう。エンドユーザは、
別に他のカフサイズを注文することができる。このカフは、ＡＡＭＩサイズ化、及びマー
キング要件に適合している。
【０１４７】
　該ユニットは、“線形膨張”システムを用いている。該ユニットは、適切なスマート圧
力にまで膨張し、かつ、必要であれば、最大２８０ｍｍＨｇまで再膨張する。該デバイス
のリーク速度は、全圧力範囲にわたって２００ｃｃ体積で、１０秒間で２ｍｍＨｇを超え
ない。
【０１４８】
　もし、正確な収縮期圧力を決定できなければ、該デバイスは、必要に応じてカフを段階
収縮させてもよい。一般に、２回以上の再膨張は起こらない。段階収縮モードの視覚表示
が、活性化される。一般に、標準的再膨張は、１２０秒間にわたって、ＢＰを測定しよう
とする試みのあとには、起きない。該ユニットは、拡張期血圧が決定された後には、残留
圧力をゆるめる。
　最小膨張時間は、１０秒である。対象のＢＰを決定するのに要する時間は、４５秒以下
である。
【０１４９】
　血圧チューブ
　いくつかの実施形態において、チューブは、５フィート伸びることができ、かつそれ自
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身をしてユニットに容易に保管できるようにする。いくつかの実施形態において、チュー
ブは、二重内膜であり、かつ該チューブはラテックスフリーである。
【０１５０】
　本発明において用いることのできる機械読み込み可能な保存メディアは、電子的、磁気
的及び／または光学的保存メディア、例えば磁気フロッピー（登録商標）ディスクおよび
ハードディスク、ＤＶＤドライブ、いくつかの実施形態においてＤＶＤディスクを用いる
ことのできるＣＤドライブ、ＣＤ－ＲＯＭディスク（すなわち、リードオンリー光学的蓄
積ディスク）、ＣＤ－Ｒディスク（すなわち、一回書き込み、多数回読み取り光学的保存
ディスク）、及びＣＤ－ＲＷディスク（すなわち、再書き込み可能な光学的保存ディスク
）；及び、電気保存メディア、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、コンパクトフラッシュ（登
録商標）カード、ＰＣＭＣＩＡカード、あるいは、ＳＤ、またはＳＤＩＯメモリ；および
電子的構成要素（フロッピー（登録商標）ディスクドライブ、ＤＶＤドライブ、ＣＤ／Ｃ
Ｄ－Ｒ／ＣＤ－ＲＷドライブ、またはコンパクトフラッシュ（登録商標）／ＰＣＭＣＩＡ
／ＳＤアダプター）であって、保存メディアを収容し、これから読み出し、および／また
はこれへの書き込みを行うもの、を含むことができる。機械読み出し可能なストレージメ
ディアの技術において当業者に知られているように、データ保存のための新しいメディア
、及びフォーマットは、継続的に工夫されてきており、将来において利用可能となるであ
ろう、任意の便宜な、商業的に利用可能である、ストレージメディア、および対応する読
み出し／書き込みデバイスは、特に、もし、それが、大容量の記憶容量、高速アクセスス
ピード、小型サイズ、及び記録情報のビットあたりの低コストを与えるものであれば、使
用に適切なものであろう。よく知られた旧来の機械読みとり可能メディアもまた、ある条
件の下で、例えば、穴をあけた紙テープ、またはカード、テープ又はワイヤ上への磁気記
録、印刷された特性の光学的、及び磁気的な読み取り（すなわち、ＯＣＲ、および磁気的
に符号化されたシンボル）及び、１次元、および２次元バーコードのような機械読み取り
可能なシンボルなど、が、利用可能であろう。
【０１５１】
　電気的、または電子的装置の多くの機能は、ハードウェア（例えば、配線論理）、ソフ
トウェア（例えば、汎用プロセッサ上で動作するプログラムにおいて符号化された論理）
、及びファームウェア（例えば、必要とされるプロセッサ上の動作のために呼び出される
不揮発性メモリ内に符号化された論理）に組みこむことができる。本発明は、ハードウェ
ア、ファームウェア、及びソフトウェアの１つの実行を、ハードウェア、ファームウェア
、及びソフトウェアの異なる１つを用いた、等価な機能のもう１つの実行により、置き換
えることを意図している。ある実行がトランスファー関数により数学的に表される範囲内
において、すなわち、該トランスファー関数を表す“ブラックボックス”の入力端子に印
加された特定の励起に対して、特定された応答が出力端子に生成される範囲において、該
トランスファー関数の部分またはセグメントの、ハードウェア、ファームウェア、及びソ
フトウェア実行の任意の結合を含む、該トランスファー関数の任意の実行は、ここで考慮
される。
【０１５２】
　本発明は、ここで開示された構造を参照して説明がまされたが、ここで設定された詳細
に限定されるものばかりでなく、本発明は、以下のクレームの範囲内に落ちる任意の修正
および変更を、カバーするように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【０１５３】
【図１Ａ】本発明における、携帯型生体測定と装置の実施の形態の異なった視点からの図
である。
【図１Ｂ】本発明における、携帯型生体測定と装置の実施の形態の異なった視点からの図
である。
【図１Ｃ】本発明における、携帯型生体測定と装置の実施の形態の異なった視点からの図
である。
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【図１Ｄ】本発明における、携帯型生体測定と装置の実施の形態の異なった視点からの図
である。
【図１Ｅ】本発明における、携帯型生体測定と装置の実施の形態の異なった視点からの図
である。
【図１Ｆ】本発明における、携帯型生体測定と装置の実施の形態の異なった視点からの図
である。
【図２Ａ】本発明における、携帯型生体信号測定装置の実施の形態２の異なった視点から
の図である。
【図２Ｂ】本発明における、携帯型生体信号測定装置の実施の形態２の異なった視点から
の図である。
【図２Ｃ】本発明における、携帯型生体信号測定装置の実施の形態２の異なった視点から
の図である。
【図２Ｄ】本発明における、携帯型生体信号測定装置の実施の形態２の異なった視点から
の図である。
【図２Ｅ】本発明における、携帯型生体信号測定装置の実施の形態２の異なった視点から
の図である。
【図２Ｆ】本発明における、携帯型生体信号測定装置の実施の形態２の異なった視点から
の図である。
【図２Ｇ】本発明におけるスタンドに取り付けられた携帯型生体信号測定装置の実施の形
態を示す図である。
【図３】本発明の本質部分による携帯型生体信号測定装置の全般的案システムの基本設計
概念の好ましい実施の形態を示したダイアグラムである。
【図４】本発明の主要部分による、ＬＣＤディスプレイの典型的な実施の形態を示すもの
である。
【図５Ａ】本発明の本質における多数のボタンを有したキィパッドの典型的な実施の形態
を表したものである。
【図５Ｂ】本発明の本質における図５Ａのキィパッドのそれぞれのボタンの主要な機能を
描写したテーブル形式の表である。
【図６】本発明の主要部分における、携帯型生体信号測定装置の実施の形態の一般的なス
フとウェアモデュールのソフトウェアの基本概念を描写した図である
【図７】本発明の本質における、外部インタフェースを通した携帯型生体信号測定装置の
ハードウェアを伴ったシステムモデュールを含む携帯型生体信号測定装置の相互作用を記
載した図である。
【図８】本発明の本質における携帯型生体信号測定装置のハードウェア構成要素を伴った
サービスモデュールを含む携帯型生体信号測定装置ソフトウェアの相互作用を記載した図
である。
【図９】本発明の本質部分における、携帯型生体信号測定方法及びサーバ間の通信の流れ
の実施の形態を表した図である。
【図１０】本発明の本質部分における多数の携帯型生体信号測定装置及びサーバ間の公開
過程及び実施の形態を表したダイアグラムである。
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